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     午前１０時００分  開 会 

○議長（櫻井正人君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまから平成28年12月利府町議会定例会を再開します。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  本日、会議規則第２条の規定により13番及川智善議員から欠席届が提出されております。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（櫻井正人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第110条の規定により、２番西澤文久君、３番後藤 哲君を指名

します。 

  なお、本日の日程については、お配りしてあります議事日程の順に進めてまいります。 

                                            

     日程第２ 一般質問 

○議長（櫻井正人君） 日程第２、一般質問を続行します。 

  通告順に発言を許します。 

  初めに、１番 鈴木晴子君の一般質問の発言を許します。鈴木晴子君。 

     〔１番 鈴木晴子君 登壇〕 

○１番（鈴木晴子君） おはようございます。１番、公明党の鈴木晴子でございます。 

  本定例会には２点にわたり通告しております。通告順に質問させていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  １、子育て支援策のさらなる充実について。 

  本町は今まで子育て支援の町として独自の取り組みを行い、子育て支援の充実に力を入れて

まいりました。しかし、昨今は全国的にも家庭での育児機能低下が問題視されており、今後は

今まで以上に子供たちの健やかな成長、保護者が安心して子育てができる環境づくりの充実が

求められております。 

  子育て支援のさらなる充実に向けまして、以下のとおり町の考えをお伺いいたします。 

  （１）健診の充実について。 

  ①、国は産後鬱予防のため、来年度から産後２週間健診と１カ月健診の２回を助成する方針
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であります。また、先進自治体の大阪府の泉佐野市、泉南市等では産後２週間サポート事業と

して独自の助成を行っております。町としての取り組みをお伺いいたします。 

  ②、５歳児健診を行い発達障害の早期発見と支援を進めている自治体がございます。平成25

年３月定例会での同質問に対しては、専門医師、臨床心理士の確保が困難であり、実施は大変

難しいという答弁でございましたが、ふえ続けている発達障害児への対応として早期に実施す

べきではないでしょうか、お伺いいたします。 

  （２）愛媛県新居浜市では妊娠中や出産後の母親を支援するエンゼルヘルパー派遣事業とし

て、妊娠中のつわりや出産後の体調不良で家事や育児ができない家庭にヘルパーを派遣してお

ります。核家族で妊娠、出産の大変な時期に誰にも頼ることができない母親を支援するため必

要な事業であると思われます。本町としても取り入れてみてはどうか、お伺いいたします。 

  （３）町ではゼロ歳児へのＢ型肝炎ワクチンの定期接種がことしの３月よりスタートしまし

たが、対象となっていない乳幼児がおります。以下についても対象とすべきと思いますが、い

かがでしょうか。 

  ①、平成27年10月２日から平成28年３月31日までに生まれた10月１日時点でのゼロ歳児。 

  ②、キャリア、無症状の持続感染者になりやすい１歳から４歳までの乳幼児。 

  （４）子育て支援に力を入れている山形県東根市では、母子手帳アプリの提供を今年度中に

開始する予定でございます。アプリでは予防接種や定期健診の予定を自動で通知する機能や子

供の成長の様子を記録できます。通常、母子手帳は母親がひとりで管理するケースがほとんど

でありますが、アプリの導入によりまして父親や祖父母も育児の様子を把握することができま

す。家族で子供の成長を見守ることにより、母親の子育ての孤立化を防ぐことにつながります。

子育て世代はスマートフォンを持っていることが主流であり、時代のニーズに合わせた対応が

必要ではないでしょうか。 

  ２、結婚新生活支援事業について。 

  国は経済的な理由で結婚に踏み出せないカップルを支援しようと、昨年度に引き続き今年度

も予算に盛り込みました。夫婦合計で年間所得300万円未満の新婚世帯を対象に、結婚に伴う新

居の住居費や引っ越し費用に対して最大18万円を補助し、そのうち自治体の負担は４分の１と

なっております。町としても少子化対策としてこの事業を行うべきではないでしょうか、お伺

いいたします。 

  以上でございます。 



平成２８年１２月定例会会議録（１２月７日水曜日分） 

 

6 

○議長（櫻井正人君） ただいまの質問について、当局答弁願います。 

  １、子育て支援のさらなる充実について、２、結婚新生活支援事業について、いずれも町長。 

○町長（鈴木勝雄君） １番 鈴木晴子議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  第１点目の子育て支援のさらなる充実についてのお尋ねでございますが、まず（１）、①の

産後鬱予防のための町の取り組みについてのお尋ねでございます。 

  利府町では新生児の健全な育成と母親の育児支援を目的に、現在出生後１カ月をめどに産婦

と新生児への訪問事業を全員に対して実施をしているところであります。また、産後鬱やその

他の養育支援が必要と認められる産婦の方々には、保健師、助産師の訪問を強化いたしまして、

相談や助言などの支援を行っているところであります。 

  ただいま御質問いただきました産後健診の助成につきましては、国の補助事業である母子保

健医療対策等総合支援事業のメニューであり、平成29年度予算として厚生労働省が概算要求し

ているものでございます。利府町といたしましても産後の初期段階における母子に対する支援

強化事業としては大変有効な事業であるとは考えておりますが、今後の国の動向を注視してい

きたいと考えております。 

  次に、②の５歳児健診についてでございますが、平成25年３月定例会の一般質問において後

藤 哲議員に御答弁申し上げましているとおり、実施に当たりましては専門の医師と臨床心理

士などの確保が困難であることから、実施は大変難しいものと考えております。しかしながら、

御指摘のとおり気になるお子さんは増加傾向にあることも事実であります。 

  現在、本町では乳幼児発達相談支援事業におきまして心理判定員、言語聴覚士、作業療法士

による発達相談を実施するとともに、遊びの提供等を通して子供たちの発達等の支援と保護者

等の支援を行っております。さらには、各幼稚園、保育所との連携を強化して、早期発見、早

期の療育支援に努めているところであります。今後も各機関と連携を強化して、きめ細かな事

業を実施してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

  次に、（２）のエンゼルヘルパー派遣事業についてでございますが、利府町では母子健康手

帳交付時に妊婦の健康状態あるいは生活状態を把握、確認いたしまして、その後の支援につな

げるために妊婦カードの記入をお願いしております。その妊婦カードで産後の支援者の有無に

ついて把握を行いまして、必要に応じて保健師、栄養士による相談等を実施いたしまして、産

後孤立化することのないように支援をしております。 

  なお、ヘルパー派遣事業につきましては、支援する側の人材育成等の課題もあることから、
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今後調査研究してまいりたいと考えております。 

  次に、（３）のＢ型肝炎ワクチンの定期接種についてでございますが、①と②とは関連があ

りますので一括してお答えを申し述べさせていただきます。 

  市町村が行う予防接種につきましては、予防接種法等に基づくものでありますが、利府町に

おいて法令に従いＢ型肝炎の定期予防接種はことし10月よりスタートしたものでございます。

国から示された対象者は平成28年４月１日以降に生まれた者に限るとなっておりますので、議

員御質問の10月１日でゼロ歳児及び１歳から４歳児までの乳幼児は定期予防接種の対象とはな

りませんので、御理解をお願いしたいと思います。 

  （４）の母子手帳アプリの提供についてでございますが、平成27年12月定例会の一般質問に

おいて議員に御答弁申し上げましたが、予防接種や定期健診等、保護者の自己管理を促し、ま

た、母親の子育ての孤立化を防ぐためのツールとして有効な手段の１つとは思われますが、今

後も他市町村の事例を踏まえまして調査研究していきたいと考えておりますので、御理解をお

願いしたいと思います。 

  次に、大きな２点目の結婚新生活支援事業についてでありますが、ただいま議員の御質問に

ありましたように、経済的な理由によって結婚に踏み出せない方に対して結婚による新生活を

支援するために少子化対策の強化を図ることを目的といたしまして、国の平成27年度補正予算

で創設された事業であります。平成28年度も国の補正予算におきまして追加で計上された事業

であります。 

  このように、国におきましては当初予算での計上ではなく、補正予算で一時的に実施してい

る事業であり、平成29年度以降については現時点では不透明な状況となっております。さらに、

本事業は新婚世帯の負担軽減にはなるものの、市町村においては財源の負担を伴うことから、

全国で125自治体、宮城県内では１自治体のみ実施している状況でございます。 

  このようなことから、利府町での結婚新生活支援事業の実施につきましては、国や近隣自治

体の動向を注視して事業の効果等を見きわめながら慎重に検討してまいりたいと考えておりま

すので、御理解をお願いを申し上げたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの答弁に対し、再質問の発言を許します。鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） それでは、１点目から再質問させていただきます。 

  （１）の健診の充実についての①産後鬱予防の健診についてでございますが、産後鬱は出産
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に伴うホルモンバランスの急激な変化、また、産後赤ちゃんとの新しい生活がスタートし、ほ

とんど眠れない状態でお世話をするなど、大きな生活環境の変化から発症してまいります。厚

生労働省研究班が平成24年度から26年度に実施した調査では、初産の場合、鬱状態などの精神

的な不調に陥る人は産後２カ月ごろまでに特に多くおり、発症のリスクが高かったのが産後２

週間という時期でございました。 

  町長の答弁にもございましたように、町として産後、新生児訪問として約２週間後から１カ

月間の間に訪問しているのはわかっておりましたけれども、赤ちゃんを訪問しながらお母さん

の大変な部分にも少しは寄り添っている部分も理解しております。ただ、こちらは助産師さん

による訪問でありまして、やはりお母さんの心の状態を見るには医師による健診が必要ではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 当局、答弁願います。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） 鈴木議員の再質問にお答えいたします。 

  出産の鬱の状態の方の支援のために医師の健診が必要ではないかという御意見でございます

が、やはり重篤な状態であれば確かにお話にありましたように医師の判断が必要な方も中には

いらっしゃるかなというふうには考えております。ただ、現状で妊婦健診等を実施して鬱の状

態にある方の確認をしている中では、やはりそこまでの重篤な状態ではなく、やはりこれまで

の生活から大きく変わって、やはり自分の体の状態、やはり子供さんの世話をするという負担

感からそういった状態になっている方がいらっしゃるというような状態だというふうに伺って

おります。 

  ある程度の期間が過ぎると大分落ち着いて生活ができるようになるというような状況も聞い

ておりますので、すぐに医師による診断とか、そういった受診が必要な状態になるというふう

には考えていないところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 厚生労働省の研究班ではより早い段階から精神的に不安定になりやすい

母親へのケアを充実させる必要があると指摘しております。深刻化した場合、虐待や育児放棄、

自殺を招いたりするおそれがあります。母親の健康状態の把握など、より早い段階で不調の兆

しを見つけることが重要となってまいります。 

  産後鬱は10人に１人が経験すると厚生労働省の平成25年度の調査でもわかっております。国

が産後鬱に対して助成事業をスタートさせるということについて、町としてはどのように捉え
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ているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  国のほうでも平成29年度から産後のケアをするに当たっての助成事業を実施することで予算

要望しているというお話のほうを伺っているところでございます。ただ、まだ予算要望をして

いるという情報だけしか入っていないような状況でございまして、その事業の内容、どういっ

た場合で該当するか、まだまだこれから国のほうから示されるだろうというふうに考えており

ますので、今後国の動向を見ながら利府町としての導入の可能性について考えてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 国の産後鬱予防健診を行うには、健診の結果をサポートへとつなげてい

く観点から産後ケア事業実施自治体を対象としております。この産後ケア事業についても国は

２分の１の補助を行っております。本町としてはまだ産後ケア事業は実施しておりません。国

としても妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制の構築をと、さまざまな形で助成し

ております。本町としても産後ケア事業を実施していくべきと考えますが、いかがでございま

しょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  産後ケアにつきましては、国で平成28年度から始まっております子ども・子育て支援事業の

一環というふうに位置づけているところでございます。その中で議員の御質問にもございまし

たように、出産から子育てまで切れ目ない支援をするということを第一義に掲げておりまして、

平成32年度までに子育て世代包括支援センターの設置を全国的に展開するということを掲げて

おります。 

  そういった状況から、町といたしましても子育て世代包括支援センターについては当然検討

していかなくてはならないというふうに考えておりますので、その事業によって御質問の産後

ケア、そういったものについても含めて検討すべきものというふうに考えているところでござ

います。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） やはり国としても産後ケアは必要というふうな考えで予算を盛り込んで
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いると思います。早急に立ち上げていくべきだと思っております。 

  産後鬱は周囲の理解も非常に大切でございます。本人だけが産後鬱について情報としてわか

っていたとしても、実際症状が出た場合、一生懸命過ぎて気づかない部分もあるかと思います。

そのような場合、一番近くにいる御主人も産後鬱について知っているべきだと思います。その

ような考えから、産後鬱について御本人のほかに家族にも知ってもらえるようにしなければな

らないと思っております。母子手帳交付のときやプレパパ・プレママ広場で周知してはと思い

ますが、いかがでございましょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  御本人ではなく家族にもということでございました。そういったところからプレパパ・プレ

ママ広場ということで新しくお母さんになる方、お父さんになる方に対する子育ての仕方に関

する指導、あるいはそういったことを含めて指導をしておりますので、今後も継続をしてそう

いった形を利用しながら鬱に関する取り組みなんかも進めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 周りの本当に家族の理解が大事かなというふうに思いますので、お願い

したいと思います。 

  次に、②の５歳児健診についてでございますが、５歳児健診がなぜ必要なのか。５歳児健診

の最大の目的は保護者が発達障害に気づくことにあります。この気づきから子供への適切な対

応や就学に向けての準備へとつながってまいります。そのような考えからも、保護者が発達障

害に気づくために５歳児健診は非常に重要だと考えております。 

  厚生労働省の研究によりますと、1,000名を超える５歳児を診察しましたところ、軽度発達障

害の発生頻度が8.2％から9.3％と推定されました。また、平成24年度文部科学省の調査では、

小中学校の通常学級において学習面または行動において著しい困難を示す児童生徒の割合は

6.5％と推計されました。５歳児健診を行えば小中学校で把握される軽度発達障害児のほとん

どを５歳の段階で発見できる可能性を示唆していると考えることができると研究班では言って

おります。 

  こうした半数以上が３歳児健診では何の問題も指摘されなかったということから、軽度発達

障害児に気づくための場としては５歳児健診が極めて有用だと研究班は結論づけております。
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このような考えからも早期に発達障害を発見して必要な支援へつなげていくという部分から、

５歳児健診は必要かと思います。 

  発達障害者支援法がことし５月に改正され、発達障害の疑いのある保護者への情報提供、助

言が追加されました。この部分からも助言、情報提供できるよう５歳児健診は必要ではないか

と思いますが、町としての考えをお伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  確かに厚生労働省の研究の結果として５歳児健診が発達障害の早期発見に有効であるという

見解が出されているということは私も承知しております。先ほど町長の答弁にもございました

ように、法に基づく各種健診を実施していく中でも確かに発達の気になるお子さんがある一定

程度いらっしゃる、そういったお子さんを支援していく必要があるというのは我々としても感

じているところでございます。 

  しかし一方、その５歳児健診につきましては、３歳児までに発見されなかった軽度の障害児

を救う健診としてということでございますが、一方ではやはり３歳児まで、自我が目覚めて行

動がはっきりしてくる３歳児健診の受診が重要ではないかというふうに言われているところも

ございます。 

  これまでの利府町の発達に何らか気になるお子さんのケースを見てみましても、５歳になっ

て初めて気づくのではなく、１歳６カ月児健診あるいは３歳児健診、そういった中で気になっ

ているお子さんがやはり５歳児になって顕著になって集団健診の中に入って気づかれるという

中のケースもあるようでございます。 

  そういったところから、町といたしましては１歳児健診あるいは２歳半の健診、３歳児健診

ということで、健診を実施している中で発達に関して気になるお子さんがいた場合については、

できる限りきめ細かにそういったお子さんについて支援をしていくということで取り組んでお

りますので、御父兄の方にもそういった形でお声がけをさせていただいているところでござい

ます。引き続きこれまでどおりの健診を実施していく中で早期の発見に努めていきたいという

ことで考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） ３歳児健診で大丈夫ということだったんですけれども、町内のあるお母

さんは就学時健診のころ、日ごろの子供の行動を見ていて、このまま普通学級に入れて大丈夫
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なのだろうかと心配になりまして、保健福祉課に相談したということです。ですが、もう既に

支援学級への申し込みは期間が過ぎておりまして、今からの申し込みでは２年生からになりま

すというふうな形で言われたということでした。もっと早く相談しておけば、また、もっと早

い段階で誰かに教えてもらいたかったというふうに言っておりました。やはり、このようなお

母さんの声からも５歳児健診があればこんなに大変な思いはしなかったと言っておりましたの

で、必要ではないかというふうに思っております。 

  発達障害児の早期発見としては保育所の先生、幼稚園の先生のスキルアップが必要ではない

でしょうか。先ほど申し上げました発達障害者支援法第23条には、市町村の責務として発達障

害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう、発達障害に関する専門的知識を有す

る人材の確保、養成及び質の向上を図るため研修を実施すること、その他の必要な措置を講じ

るとあります。 

  先進自治体の鳥取市ではスキルアップが非常に重要であるとの観点から、年に何回も行って

いるようです。本町としても保育所、幼稚園の先生のスキルアップの講習会を実施して、５歳

児健診がすぐにできないのであれば、このようなスキルアップが必要ではないかと思いますが、

いかがでございましょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  幼稚園の先生あるいは保育士さんのスキルアップが必要ではないかということでございまし

たが、その障害に何らかの課題があったお子さんに対しましては障害の福祉サービス事業の一

環といたしまして、保育所等訪問支援事業というものがございます。そのお子さんにどういっ

た形で適切な支援をしたらいいか、保護者の方あるいは直接幼稚園、保育所に出向きまして専

門の方が先生方に指導するという事業も実施しております。そのほか各関係機関が連携をして

情報共有をして、その支援が必要と考えられるお子さん、児童生徒の把握に努めるということ

で、教育委員会が主体となりまして特別支援教育推進委員会を設置しております。その中で、

各先生あるいは保育士の方を一堂に会しまして研修会を開催し、知識の習得に努めているとこ

ろでございますので、そういった機会をこれからも継続して連携しながら実施をしてまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 先ほどの発達障害者支援法の改正点の中で、市町村の責務として発達障
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害の理解を深めるため必要な広報活動や啓発活動を行うとなっておりますが、現在３歳児健診

以降、就学時健診まで保護者に対して発達障害に関する啓発をどのような形で行っているのか、

お伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  発達障害に関する啓発ということでございますが、直接こういった形で発達障害についてと

いうことで啓発等は実施をしているところではございません。ただ、先ほども申し上げました

ように幼稚園、保育所の指導者の方に対して学ぶ機会を設けておりますので、その中で保健師

等も一緒になってこういった研修についてはどのような指導方法がいいかとか、支援の方法な

んかについてお知らせをさせていただいておりますので、そういったものを今後も利用しなが

ら支援に努めていきたいというふうに考えております。 

  保護者に関しましては、今のところ３歳児健診を過ぎた後は各幼稚園、保育所等の健診であ

ったり、そちら側からの啓発になるかなというふうに考えておりますので、今後検討してまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 発達障害とはどのようなものなのか行政として知らせていくことが本当

に大事だと思っております。発達相談のお知らせを定期的に広報で行うなど、チラシを作成し

てどのような幼児が発達相談の対象になるのかなどを行政として知らせていくべきだというふ

うに思っております。 

  愛知県の東郷町で行われております５歳児健診は、集団健診よりも非常に効率のよいスタイ

ルだと思いましたので、御紹介させていただきたいと思います。保護者が幼稚園や保育所を通

じて問診票を提出いたします。その問診票をもとに支援が必要と思われる子供について臨床心

理士や発達支援スタッフが各園を回って行動観察を実施します。その後、発達検査を行い子供

の個性などを確認し、必要な支援を幼稚園、保育所の先生や保護者に提案します。このような

スタイルでしたら集団健診を行うよりも保護者も町も負担が少ないのかと思いますが、いかが

でございましょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  ５歳児健診をやっている自治体の事例ということで、直接現場で保護者の方が記入をされた
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質問票に基づいて専門の方が判断して、保護者の方にそういった発達に課題があった場合につ

いてはお話をするというスタイルをとっているというふうには私も伺っていたところでござい

ます。 

  町のほうでも現在、幼稚園あるいは保育所からやはり気になるお子さんがいる場合について

は連絡をいただいて、保健師が直接現場に出向き、あるいは専門のやはり児童相談所の方に相

談が必要だなという場合については児童相談所の方に一緒に訪問していただいて、お子さんの

様子を拝見させていただいて指導者の方からお話を伺って、その上で支援が必要な方について

は保護者の方にお話をさせていただいているということで、実際の支援する対応としては同じ

ような形の支援をさせていただいているところでございます。 

  ただ、やはりその上で一番に課題になってくるのは、どの場面でも保護者の方がそれを受け

入れてくれるかというのがやはり現場の中で一番の課題になっております。先ほどお話しさせ

ていただいた健診の中でも実際にお子さん、こういった部分はできますけれども、こういった

部分はできないので気になりますよねというお話をしても、やはりそれを受けとめていただけ

る方、受けとめていただけない方、やはりそれは非常に大きな差はあるというふうに現場のほ

うから伺っております。 

  やはりお子さんの発達過程の中で、保護者とすればなかなかそれを受け入れるというのは大

変難しいことだなというふうには私どもとしては理解をしています。同じ５歳児健診であって

も３歳児健診であっても、大きな課題はそこにあるだろうというふうに考えておりますので、

そういったところを専門の保健師であったりが根気強くお母さん方と向き合いながら実際は指

導しているところでございますので、今後もそういった中でお子さんの発達への気づきの機会

といったものを設けていきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 先ほども申し上げましたように、５歳児のとき健診がなかったことによ

りまして学校に入るとき大変な思いをしたお母さんが実際おりましたので、やはりそのような

部分でも受けとめられるような環境をつくることが大事だなというふうに思っておりますので、

その部分を取り組んでいっていただければと思います。 

  次に、（２）のエンゼルヘルパー派遣事業についてでございますが、妊娠中のつわりや出産

後の大変さは経験した方は本当にわかるかと思いますが、ひとりで乗り越えるのは大変なこと

だと思います。核家族化が進み、周りに誰も助けてくれる人がいない、そのようなお母さんが
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ふえており、その部分からも育児放棄などにもつながってしまうのかと思っております。その

ような方に行政として寄り添っていくことが非常に大切だと思いますが、町としての考えをお

伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  確かに妊婦面接をやったときに実際に産後支援してくれる方がいますかという質問の中には、

数名でございますが、いないという回答をされている方もいらっしゃいます。そういった方に

ついては、できるだけ産後孤立することがないように保健師であったり栄養士であったりとい

うことで連絡をさせていただいて、支援をさせていただいているところでございます。 

  ただ、産後のヘルパーのような形での支援というところまでは町で直接は実施しておりませ

んので、今県内では大分民間のそういった支援をやってくれる事業所さん等もございますので、

そういったところの情報の提供といったものにとどめさせていただいているところでございま

す。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） このヘルパー派遣事業を利用した方からは、誰も頼る人がいなくて不安

だった、話を聞いてもらい助言してくれて心が軽くなったなどの声が寄せられているようです。

このヘルパー派遣事業を行っている新居浜市では一般財源での事業と伺いましたが、国では産

前産後の妊産婦を支援しようと妊娠出産包括支援事業の中で産前産後サポート事業があります。

先進自治体も数多くあります。子育て先進地の利府町としては早急に行うべきと思いますが、

いかがでございましょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  今、新居浜市の御紹介をいただいたところでございますけれども、県内でも確かに産後ヘル

パー事業をやっている自治体があるということはこちらでも把握をしているところでございま

す。単独事業になるのか、あるいは補助事業を活用してになるのかは、先ほどの御質問にもご

ざいましたように平成29年度で国が今現在予算要望しているようでございますので、そういっ

た事業の中で検討の余地はあるのかなというふうには考えているところでございます。 

  ただ一方では、心に寄り添って産後をきちんと支援していただける方ということで、やはり

いろいろなものを調べてみますとそういった認定の資格というものも今はきちんと制度として
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あるようでございます。やはり実施に当たっては人材の確保がやはり最大の課題になるのかな

というふうに考えておりますので、そういったものにつきましても今後検討しなくてはいけな

い、出産から子育てまでの切れ目ない町としての支援の中で検討していきたいというふうに考

えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 実際子育てしているお母さんからこのようなサービスがあれば３人目も

考えたいというふうな声とかもあります。安心してもう１人産める環境を整えることが大事で

はないかなというふうに思っております。 

  次に、（３）のＢ型肝炎予防接種に移らさせていただきたいと思います。 

  現在、国内での感染者は最大140万人と推計され、肝硬変や肝がんで苦しんでいる方々の多く

は子供のとき、それも３歳までに感染したためだと言われております。これまで日本ではＢ型

肝炎ウイルスの赤ちゃんへの感染はキャリアのお母さんからによる母子の垂直感染が大半でし

たが、1985年以来、Ｂ型肝炎母子感染防止事業がスタートし、母子感染によるキャリアは減少

傾向となっております。 

  その一方で、近年問題視されているのは家庭内感染や幼稚園、保育園等での子供同士による

感染です。世界的には世界保健機構ＷＨＯが平成４年に全ての赤ちゃんにＢ型肝炎ウイルスを

接種するユニバーサルワクチネーションを勧告し、加盟国193カ国のうち既に180カ国で定期接

種となっている状況です。 

  公明党が同ワクチンの定期接種化を国会で何度も取り上げ主張してきた結果、今回の定期接

種実現となりました。スタートした事業でございますが、同じゼロ歳児であっても対象となら

ない乳幼児にとって不公平となってしまうかと思いますが、この部分は町としてどのように捉

えているのか、お伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  確かにことし適用いただきましたことしの10月までの間に１歳になるお子様につきましては、

今回は定期予防接種の対象というふうにはなっておりません。ただ、国のほうでも今回のＢ型

肝炎の予防接種を定期予防接種化するに当たって検討する中で、課題としていたところは費用

の負担についてということも１つの項目の中に掲げられているところでございます。 

  そういったところから、国では平成28年４月１日以降に生まれたお子様についてのみ定期予
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防接種の対象とするとして事業開始したところでございます。町のほうでもさまざまな予防接

種、法令に基づいたものを実施しておりますが、いずれも国の制度に基づいた対象年齢で実施

をさせていただいているところでございましたので、Ｂ型肝炎につきましても同じように国の

定める対象年齢についてのみ対象とさせていただいたところでございますので、御理解をお願

いしたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） キャリア化しやすいというふうに申し上げましたけれども、乳幼児期、

特に３歳ころまでにＢ型肝炎に感染した場合、保菌者になりやすく、将来慢性肝炎、肝硬変、

肝がんなどの難治性肝疾患に進行してしまうとのことでございます。数字的には１歳未満は90

％、１歳から４歳までは20から50％の確率でキャリア化してしまいます。 

  小児科の先生方や肝炎の患者団体からは国へ上がった要望書の中でも、２歳児や３歳児まで

の助成接種の対象というふうに要望されております。この助成事業は本町としても10月からス

タートしましたが、既にそれ以前から独自の助成を３歳児まで行っている自治体がございます。

この部分からもさかのぼって、ゼロ歳児だけではなく、キャリア化しやすい乳幼児期への助成

を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  対象とならない年齢につきましても町で独自に助成をしてはという御質問でございます。確

かに国のほうでキャリア化しやすい年齢ということで、３歳児までにつきましてはキャリア化

しやすいというのはきちんと明示をされているようでございます。そういったことを受けて市

町村独自に助成をし予防接種を実施を促している自治体もあるというようなことでございます

が、そういったことでいろいろな形で子供たちの健康を考え、子育ての支援をやっている自治

体はあるかというふうに考えております。 

  それを実施するに当たりましては、やはり財源というものはどうしても避けられない課題だ

というふうに考えております。利府町の場合、例えば先ほどお話ありましたように３歳児まで

助成するとした場合、今１回当たり大体8,000円程度の予防接種費用がかかっております。それ

を公費で負担する場合、数千万円の財源が必要となりますので、やはりそういったものについ

ては町の子育てとしてどういった事業が必要なのか、予防接種だけではなくていろいろな事業

を包括的に考えて有効な事業ということで今実施しているところでございますので、そういっ
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た中で取捨選択をして子供たちの支援につなげていくべきものではないかなというふうに考え

ているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 財源が大変なのは本当にわかるんですけれども、このように３歳児まで

にはキャリア化しやすいということがわかっておりますので、その部分を町としても何とか支

援していかなければいけないなというふうに思います。支援できないのであれば、このキャリ

ア化しやすい方々に対して周知していくことが大事ではないかと思います。今回対象となって

いない乳幼児に対しましてはどのような周知を行っているのか、お伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  キャリア化しやすい対象児に対する周知としてということでございますが、町のほうといた

しましては定期予防接種化になったことによりまして、まずは定期予防接種を確実に受けてい

ただくことを保護者の方に周知をさせていただいているところでございます。確かに国のほう

でキャリア化しやすいということで調査研究がされているという認識はございますが、町のほ

うで積極的にそれをすることによって逆に混乱することなども考えられますので、今後国のほ

うで本当にそういったことをきちんとお知らせをしていくという方向性があれば、町としても

積極的にお知らせをしていきたい。今はまだ調査研究という段階でございますし、確かにＷＨ

Ｏのそういった調査結果が出ているというところはございますが、もう少し国の動向、そうい

ったものを見ながら検討していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 次に、（４）の母子手帳アプリについてに移りたいと思います。 

  このアプリは子供の身長や体重を入力すると自動でグラフ化されます。成長日記や写真、健

診記録なども入力でき、父親や祖父母らとも共有ができます。自治体が開催する母子向けイベ

ントや予防接種の情報を入手できるほか、接種日が近づくと事前にアラームで知らせてくれる

機能もあります。 

  電子母子手帳は紙の手帳では実現できない便利な機能を備えております。近年は導入する自

治体が増加傾向にありまして、東北では東根市が初めての導入となりましたが、全国的にはこ

としに入ってから既に本当に多くの自治体がスタートしております。子育て先進地の利府町と
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しては早急に導入すべきと思いますが、いかがでございましょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  鈴木議員のほうからは昨年の12月にも同様の質問を頂戴しておりまして、実際導入している

市町村の動向を今後見ていきたいという回答をさせていただいたかというふうに覚えておりま

す。 

  昨年は国のほうでＩＣＴ事業として電子母子手帳のモデル事業をやったということで、そこ

から全国の自治体で導入するところがふえてきているというところでございます。確かに母子

手帳の電子化によってお母さん方を支援するという方法も一端あるかなというふうには考えて

おりますが、まだまだ導入している市町村の動向というものがまだ見えないところでございま

すので、今後も調査研究してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 昨年の12月の議会では個人情報の管理が大変なのでというふうなお話で

はあったんですけれども、今回新しく千葉県とかで導入している部分につきましてはオープン

アカウントというものを採用しまして、町が個人情報を管理しなくてもリスクを負わずに導入

することができます。こういう部分からも検討していくべきだというふうに考えます。 

  先日オープンしました駅前のまち・ひと・しごと創造ステーションtsumikiで町民との協働で

このような部分を進めていければいいのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。 

○議長（櫻井正人君） 政策課長。 

○政策課長（小幡純一君） お答えいたします。 

  tsumikiでの行動の中でというふうなお話でございますが、ちょっとうちのほうも先月オー

プンしたばかりというふうなこともありますので、今後検討させていただきたいなというよう

なところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 愛知県の清須市では３月から子育てアプリの配信をスタートしましたが、

スタートして３カ月で登録件数は937件もありまして、人口６万7,000人から考えますとニーズ

が高いのがわかるかと思います。利用者アンケートでは回答者の85％が満足しており、今後も

利用したいかとの問いに対しまして91％が利用したいと答えております。男性の利用者からは

興味が湧いた、イクメンになれるよう頑張りたいなどのコメントも寄せられております。この
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アプリは市民との協働で開発したということでした。ぜひそのtsumikiでこのような形のものを

検討していっていただければというふうに考えます。 

  産婦人科医師会でも一昨年から電子母子手帳の標準化を目指す委員会を設け、検討に入って

おります。本町としても前向きな検討をというふうに考えております。子育てのさらなる充実

に取り組むことにより子育てに優しい町の利府町に住んでみたい、住んでよかった、住み続け

たいというふうにつながっていくかと思います。さらなる充実を求めたいと思います。 

  次に、大きい２点目の結婚新生活支援事業についてでございますが、この事業は若者の声を

政治に反映させようと公明党が若者に対して全国で1,000万人以上へのアンケート結果から国

に届け実現した事業でございます。 

  厚生労働省の調査によりますと、2015年の結婚件数は65万5,156組で、戦後最少となったよう

です。国立社会保障・人口問題研究所が結婚の意思のある未婚者を対象に１年以内に結婚する

としたら何が障害になるかと調査したところ、結婚資金との回答が最も多く、次に多かったの

が結婚のための住居でした。この結果からもこの事業は早急に進めるべきかと思いますが、い

かがでございましょうか。 

○議長（櫻井正人君） 政策課長。 

○政策課長（小幡純一君） お答えいたします。 

  先ほど町長のほうからも答弁申し上げましたが、この事業を今年度から実際やっているとこ

ろでございますが、全国でも125自治体、1,700余りあるんですけれども、そのうちの125、県内

でも35市町村のうちの１自治体でやっているというふうなことでございます。事業効果を今後

見きわめながら、効果があるのかどうか検証しながら検討していきたいなと思っております。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 答弁では来年度は不透明というふうなことでございましたが、この事業

は国の来年度の予算概算要求で6.1億円盛り込まれております。来年度も予算が概算要求に入

っているということで、このような部分からも進めるべきではないかと思いますが、いかがで

ございましょうか。 

○議長（櫻井正人君） 政策課長。 

○政策課長（小幡純一君） お答え申し上げます。 

  来年度もやるとしても今年度県内でも１自治体というふうなことでございますので、先ほど

申し上げましたが、効果をちょっと検証してみたいなと思っております。確かに18万円という
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ふうな結婚生活資金を受けられるようでございますが、受け取らないよりは受けたほうがいい

と思いますが、そのような効果が確かにあるのかどうか、ちょっとその辺も調査させていただ

きたいなというようなところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 鈴木晴子君。 

○１番（鈴木晴子君） 今のところ県内では岩沼市だけですので、結婚して住むなら子育ても充

実している利府というふうな部分で進めていっていただきたいというふうに思います。若い人

が集まりまして町が元気になりまして、少子高齢化に歯どめがされていくかと思っております。

そのような部分を期待して終わらせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 以上で、１番 鈴木晴子君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩をします。再開は11時５分といたします。 

     午前１０時５２分  休 憩 

                                            

     午前１１時０４分  再 開 

○議長（櫻井正人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、８番 吉岡伸二郎君の一般質問の発言を許します。吉岡伸二郎君。 

〔８番 吉岡伸二郎君 登壇〕 

○８番（吉岡伸二郎君） ８番 吉岡伸二郎でございます。本定例会において２本について質問

いたしますので、通告いたします。 

  昭和42年10月に利府町が誕生し、来年、平成29年には町制施行50周年を迎えることとなりま

す。昭和42年当時は1,508世帯、7,913名の人口が、平成28年５月末には１万3,001世帯、３万

6,264名と、約4.5倍にまで発展してまいりました。私たちは町制施行50周年を迎えるに当たり、

よき歴史と伝統を受け継ぎ、後世に誇れる利府町の発展を力強く牽引していかなければならな

いと強く思っております。そこで、今回は未来の利府町を背負う子供たちの教育と利府町の未

来について質問させていただきます。 

  大きな１番、子供たちの教育について。 

  文部科学省が10月27日に公表した2015年度の児童生徒問題行動調査によると、児童生徒1,000

人当たりの件数が宮城県がいじめ、不登校、ともに全国で２番目に多いという調査報告が報道

されました。宮城県全体のいじめ件数は1,000人当たり70.8人、不登校は1,000人当たり15.4人
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との調査結果であります。数字が高いのが一概に悪いと見る向きもありますが、宮城県が正確

に調査した結果であると思われます。 

  そこで、以下の点を伺います。 

  （１）利府町ではいじめや不登校の件数や状況をどのように把握しているのか、また、町内

の中学校３校、小学校６校における件数はどうなっているのか伺います。 

  （２）宮城県内外を問わず、いじめによる若者の死の報道を見聞きするに当たり、非常に痛

ましく悲しい思いをする機会がたびたびあります。町内の小中学校でいじめなどがエスカレー

トし痛ましいことには至っていないか、また、近年の事例はあるのか伺います。 

  （３）いじめや不登校などの対応やエスカレートする保護者への対応、部活動などで現場の

教員や校長などにも負荷がかかっているのではないかと思われます。宮城県内の学校でも心の

病等で休職扱いとなっている教員もいると聞きますが、本町の現状はいかがか伺います。 

  （４）いじめや不登校あるいは家庭内暴力への対応などで、ソーシャルワーカーによる対応

があります。予算は執行されていますが、いま一つ活動の中身や勤務実態が見えてきておりま

せん。具体的にどのような勤務となり活動を行っているのか伺います。 

  大きな２番、利府町の未来・まちづくりについて。 

  町内には宮城スタジアムを初め、県の総合体育館やプール、サッカー場など大規模なスポー

ツ施設などが多くあり、イベントやコンサート、スポーツ大会などの開催も多く、利府ゴルフ

倶楽部では宮城県唯一の女子プロゴルフトーナメントも開催されております。これだけ多くの

観客が訪れる機会が多い利府町ではありますが、大規模イベントは町にとってどれだけの経済

効果があるのか疑問が残る点があります。そこで以下の点を伺います。 

  （１）全国的に交流人口の拡大が叫ばれているが、利府町は町の規模からすれば全国的イベ

ントの機会は多く、他県や他市町から利府町を訪れる人は多いと思う。これらの大規模イベン

ト時の経済効果をどのように捉えているのか伺います。 

  （２）イベントは多いが町内には宿泊施設はほとんどなく、他市町へ逃してしまっていると

思われます。この点についてはどう考えているのか伺います。また、今後宿泊施設の誘致へ向

けた策などあるのか伺います。 

  （３）大規模イベント等で多くの人が来町しても、とどまらず、結果お金を使う機会もなく

帰られてしまう場合が多い。もっと利府町にとどまってもらうために遊びや食といった町を訪

れた人に楽しんでもらえる独自の施策に期待するところであります。このような観点から、先
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ごろ開所した駅前の利府町まち・ひと・しごと創造ステーションにおける活動はどのような効

果があると考えられるか伺います。 

  （４）平成26年から開発中の新中道地区、先ごろ始まった太子堂地区の開発、利府町文化複

合施設の開発など、町の開発は西部地区に偏った印象を受けます。東部地区は特別名勝松島と

いうこともあり規制が厳しく、開発がなかなか進んでいないのが現状であります。町内の均衡

あるバランスのとれた町の開発・発展を期待しているが、当局の見解はどうか伺います。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの質問について当局答弁願います。 

  １、子供たちの教育については教育長。２、利府町の未来・まちづくりについては町長。初

めに教育長。 

○教育長（本明陽一君） ８番 吉岡伸二郎議員の御質問にお答え申し上げます。 

  第１点目の子供たちの教育についてお答え申し上げます。 

  まず、（１）のいじめや不登校の把握状況についてでございますが、毎月各学校からの報告

に基づき状況を確認しております。また、平成27年度におけるいじめの認知件数につきまして

は、小学校におきまして31件、中学校におきまして６件となっております。不登校児童生徒数

は、小学校におきまして９名、中学校におきましては22名となっております。 

  次に、（２）のいじめのエスカレートによる痛ましいことには至っていないかについてでご

ざいますが、幸い本町におきましては痛ましいことには至る事案やそうした事例についてはご

ざいません。 

  次に、（３）の心の病等での休職扱いとなっている教員についてでございますが、現在教育

に関してさまざまな教育課題があることから、教職員に負荷がかかっていることについては議

員御指摘のとおりであります。各小中学校におきましては現時点で心の病等での休職をしてい

る教職員はおりません。 

  最後に、（４）のスクールソーシャルワーカーの活動についてでございますが、今年度より

１名増員し、３名体制で各中学校区での相談業務に当たっております。特に不登校や虐待、ま

た家庭環境などの相談を行ってきております。スクールソーシャルワーカーは学校だけでの対

応が困難な不登校や虐待、いじめ等の相談に対しまして、社会福祉や精神保健福祉等の専門的

な知識技能を生かして、家庭や関係機関と連携をしながら子供を取り巻く環境の改善を図るこ

とになっております。 
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  スクールソーシャルワーカーの活動につきましては、原則週１日６時間の勤務体制により各

小中学校へ出向き、児童生徒や保護者、教職員等との面談、支援や関係機関との連絡調整を行

っておりますが、事案によってはケース会議への出席、また相談者の都合や相談内容によって

は夜間や学校以外の場所での相談も行っております。今後も児童生徒や保護者が安心して相談

できる体制づくりに取り組んでまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 次に、町長。 

○町長（鈴木勝雄君） ８番 吉岡伸二郎議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  ２点目の利府町の未来・まちづくりについてのお尋ねでございますが、（１）のイベント時

の経済効果についてであります。 

  御承知のとおり利府町には県の総合運動公園初め、大規模なスポーツ施設があることから、

近隣町村と比較しましても全国的なイベントが数多く開催されているところであります。これ

らのイベントに対する本町の経済効果につきましては、イベントの内容がコンサートやスポー

ツの全国大会など多種多様なものになっていることから、利府町全体への経済効果については

把握ができない状況であります。しかし、昨年９月に行われました嵐のコンサートの折に利府

駅を利用した方々からのヒアリング調査では、あくまでも試算ではございますが、４日間の間

接的な経済効果は1,800万円程度ではないかと推計しているところであります。 

  このように大規模なイベントあるいは子供たちが楽しめる公園等により利府町へ訪れる方は

年間200万人を超えておりますので、利府町にとって大きな経済効果があるものと考えており

ます。 

  （２）の宿泊施設の誘致についてでございますが、利府町内の施設に宿泊していただければ

宿泊代のほかにも食事代やお土産代など、町への経済効果は大変大きくなると思われますが、

今吉岡議員御指摘のとおり利府町内には宿泊施設が少ないことから、町外での宿泊施設の利用

が多くなっているのが現状であります。 

  あと、昨年利府町で行われましたコンサートやイベント等で訪れた方々のうち、約１万2,000

人の方が利府町内の宿泊施設を利用しております。 

  なお、これまでもホテル等の宿泊施設建設についての御相談はございましたが、１年間を通

した利用客の確保が難しい、つまり土日はいっぱいだ、イベントはいっぱいだ、普通の日はあ

いている、しかも仙台が近い。残念ながらこういった利府町の余り便利のよい立地のためにな
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かなかホテル業者が建設まで至っていないというのが現状でございます。 

  今後は都市計画法の制限等もございますが、大規模な開発があった場合には宿泊施設の誘導

を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

  （３）の大規模イベント時における利府町まち・ひと・しごと創造ステーションの取り組み

の効果についてお答え申し上げたいと思います。 

  この施設につきましては利府町の地方創生の推進拠点としてtsumikiという愛称で11月19日

に利府駅前に開所したところであります。議員各位全員に御出席を賜って開所できまして、あ

りがとうございます。 

  この施設は若者のアイデアや感性を盛り込んだことによってデザイン性の高い施設となって

おります。このことからグランディ21での大規模イベントの際に利府町を訪れるたくさんの方

々にも利府駅前の新たな顔となるカフェ空間として御利用いただけるものと考えております。 

  また、隣接するりふレ横丁の空き店舗も活用したシェア型のチャレンジショップもオープン

して、昼も夜も本町の地場産品を使った創作料理が提供販売されております。 

  さらに、施設のオープン前後の取り組みといたしましては、グランディ21で行われた劇団ニ

ホンジンプロジェクトのコンサートへの小中学生の出演あるいは仕事づくりをテーマとしたト

ークショーを盛り込んだ「にこまるマーケット」の開催などのコラボイベントを実施いたしま

した。このグランディ21には利府町民含めて総勢8,000人が子供たちも含めて集まったと聞い

ております。 

  これらのイベントにつきましては利府駅前の活性化に伴う間接的な経済効果はのみならず、

利府町全体の愛着の醸成あるいは町の魅力を発信、ひいては仕事づくりや移住、定住への波及

的な効果を狙ったものであります。イベントに参加した方々からは、一生忘れないとても貴重

な体験になったという声や、こんなすてきな空間で行われるイベントにまた参加したいといっ

た、非常に評価する声をたくさんいただいております。今後も引き続き地域資源の活用となる

さまざまなコラボイベントを開催するほか、大規模イベントに訪れる方々をターゲットとした

コミュニティービジネスの起業を促進するなど、これまでにない利府ならではの新しい取り組

みを町民や企業、各種団体、大学等との協働によって進めてまいりたいと考えております。 

  （４）の町内の均衡あるバランスのとれた町の開発・発展についてでございますが、現在町

では国が重点的な施策に掲げておりますコンパクトシティーの形成に向けた将来の都市構造の

核として考えている中心市街地の整備を進めております。利府駅から役場までの周辺一帯にお
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いて少子高齢化あるいは子育て世帯のさまざまな定住環境に対応した土地利用を促進して、歩

いて暮らせる生活空間の形成を進め、持続可能なまちづくりを目指しているところでございま

す。 

  しかし、今後本町が一層の発展を遂げ都市として自立性を高めていくためには、定住環境の

整備だけではなく、かつ雇用創出を初め定住人口の増加などにもつながり、地域経済を力強く

牽引して物づくり産業を支える新たな工業流通業務系の産業拠点の形成を図ることも必要と認

識しております。町内４カ所のインターチェンジを生かした産業機能の集積拡大を図っていく

必要があると考えております。 

  このほどしらかし台インターチェンジ周辺の白石沢地区が民間事業者による開発行為の確実

性が認められ、年度内の市街化区域編入に向けた事業が進捗しているところであります。また、

東部地区におきましても松島海岸インター周辺を拠点とした新たな産業地として、現在同地区

の地権者によって土地利用の具現化に向けた勉強会も開かれているとお聞きしております。今

後、具体的な開発計画が提案された場合には、特別名勝松島の規制区域内ではございますが、

有効な土地利用が可能となるように県など関係機関と協議調整を図りながら均衡ある利府町土

の発展に力を注いでまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

  以上であります。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの答弁に対し、再質問の発言を許します。吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） それでは、まず教育関係について再質問させていただきたいと思いま

す。 

  いじめ・不登校問題はかなりデリケートな問題でありまして、表に出てくる部分、裏に隠れ

ている部分があり、教育関係における基本的であり一番大切な問題でないかと思っております。

特に近日、毎日のようにニュース報道もあり、より身近な問題と思い今回取り上げさせていた

だきました。 

  そこで、答弁いただきました答弁書のほうに１、いじめ・不登校の件数や状況把握について

でございますけれども、まず１つ、毎月各学校から報告が上がるというふうにありますけれど

も、例えばいじめとか不登校、これは毎月決まった時期に起こるわけじゃないですよね。突発

的に起こるわけで、そういったときも毎月決まった日にちに報告が上がるのか、その都度事件

が起きたときに教育委員会のほうに報告があるのか、お尋ねします。 

  それと、この報告によりますと平成27年度の資料のようになっているんですけれども、ちょ
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っと古いかなと思うんです。28年度の小中ありましたら、お知らせいただきたいんですけれど

も。 

○議長（櫻井正人君） 当局、答弁願います。教育次長。 

○教育次長（松尾隆治君） ８番 吉岡伸二郎議員の再質問にお答えいたします。 

  毎月の調査のあり方ですが、先ほどの説明どおり全ての学校の件数としては月末にまとめた

ものをその翌月の月初めに出ておりますが、発生したものについてはその都度学校長等からこ

のようなことがありましたというのは電話等でまずはお話を聞くというふうになってございま

す。 

  また、27年度の資料でお話ししたのは、議員の調査が27年度のケースで出ておりましたので、

先ほどのとおりの数が本町での27年度の数になってございます。今年度につきましては、上半

期です。９月までの数でよろしければお話ししたいと思います。いじめの認知件数につきまし

ては、小中学校合わせまして91件と数はふえてございます。不登校につきましては、小中合わ

せまして上半期では13件。不登校は30日の欠席を超えたものが数字として入りますので、年度

途中ですのでそういう数になってございます。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） それで、このいじめ等あった場合は現場、学校のほうから教育委員会

のほうにはその都度迅速に報告は上がっているというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育次長。 

○教育次長（松尾隆治君） お答えいたします。 

  いじめの認知件数、先ほど今年度91とお話ししましたが、これは昨年度途中から文科省で非

常に小さいものでも認知しなさいと、つまり発見しなさいということで、数が非常にふえてい

ると。宮城県は先ほどのとおり1,000人当たり70.8人。むしろ利府町ですが、昨年度の数からし

ますと認知件数の数でいうと1,000人当たり10.4人と宮城県に比べて非常に少ないものになっ

てございます。むしろ数としてはきちっと見つけるという観点では遠慮せず細かいものも上げ

なさいというので、先ほどの91という数になっておりますので、全てがその都度学校からこう

いういじめが認知されましたよというふうに上がってきているわけではなく、やはり心配なも

の、重大になっては困るものというものは校長から連絡が参りますが、小さいものまでは一々

上がってこないというのが現状でございます。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 
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○８番（吉岡伸二郎君） 小さいものは上がってこないということでございますけれども、その

上がってきた問題のあるいじめ等々に対しては現場である学校の担任とか校長初め、ケアに当

たると思うんですけれども、そういう子供たちに対して教育委員会から見て現場サイドは適切

な対処をとっていると思われますか。 

○議長（櫻井正人君） 教育次長。 

○教育次長（松尾隆治君） それぞれの学校の取り組みですが、先ほどの毎月上がっている数値

で上がってくるものにもその内容、例えばからかわれたとか、細かいものは簡単には内容は書

いてございます。その中で気になるものはこれはどうでしたかというふうにお尋ねする場合も

ございます。 

  また、町には教育相談専門員がございまして、毎月学校を訪問し、校長、教頭等から子供た

ちの様子を聞いたり、直接相談の時間も設けましていじめ相談とか、そういうものを聞いたり

する場合もありますので、そういうところで状況を把握していると。 

  また、後ほどの質問にあるかもしれませんが、スクールカウンセラーとかスクールソーシャ

ルワーカー等の対応等も聞く、調査内容を読む等しておりますので、基本的には認知しそこね

たと、重大なものにつながるものがあったということのないように学校体制、組織的体制で取

り組んでいるとは考えております。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） 重大な事件にまで至らないように適切な対処をしているというふうに

理解していいわけですね。 

  それで、１つの事案が出た場合、その事案に対して最終的な結論まで持っていかないとなら

ないと思うんです。結果を出すというか、途中で投げてしまいますとまた問題が再発生すると

いうことになりかねませんので、その最後の結論に至るまでの調査、ケア、こういったものは

主に担任の先生がやっているんですか、それともソーシャルワーカーとかカウンセラーとか、

最終的にはどのあたりでやられているのか教えていただきたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 教育次長。 

○教育次長（松尾隆治君） お答えいたします。 

  基本的には担任任せにはならないような組織になってございます。まず、各学校にいじめ・

不登校担当者というものが分掌上必ず１名配置するようになっておりますし、その人たちの会

議も今年度から委員会では立ち上げまして、数カ月に一度情報交換会等も行っております。で
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すから、そういう校内での組織を含めて一つ一つのいじめ、認知されたものがどのようになっ

ているかと確認の上で、認知件数は先ほどの数どおりでございますが、認知したからにはきち

んと解決したかということまで踏まえなくてはいけない。それを解消したかということで、解

消率というものも上げてございます。それは利府町において100％、認知したものは全て解決な

っていると。ただ、１カ月の中で簡単に解決しないというケースがありますので、それは継続

して丁寧に見ていって、完全になくなったねと見えるまで確認の上で解消まで持っていってく

ださいと、このように各学校も考え、行っております。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） 今の教育次長のお話で100％解消されているということで安心はいたし

ました。それで、一月、二月で解消できない事件も当然ございましょうし、１年、２年、３年

かかる事件もございましょう。とにかく100％の解消を、目指すんではなく、やっていただかな

いと、これは事が大きくなってからでは取り返しのつかないことになりますので、その点は心

がけていただきたいと思います。 

  そして、ちょっと話戻るんですけれども、28年度の上半期だけでいじめが91件あったと。か

なり27年度から比べると多くなっているんですけれども、これは何でかなと。約３倍以上にも

なっているような気がするんですけれども、この件についてはちょっと教育長、どういうお考

えがあるかお伺いしたいんですけれども、よろしいですか。 

○議長（櫻井正人君） 教育長。 

○教育長（本明陽一君） お答え申し上げます。 

  宮城県の数値が非常に前々から非常に多い数だったんです。ある県は物すごく少ないという

状況で、それは宮城県のほうは細かく数値を各学校に求めていたんです。全体から比べると利

府町は少なかったと思います。宮城県から比べると数値的には。 

  昨年はやはり今次長が言ったように、もっと細かいことでも数値として上げなさいという文

科省の指導もありました。当初文科省は宮城県に対しては余りいい印象を持っていなかったよ

うです。それは数値が非常に多かったからです。ところが、最近はその数値を出したことによ

ってはっきり明確に大丈夫だろうと。そして、その対処をしっかり行ったほうがいいというふ

うに文科省も変わってきております。 

  昨年の件数から比べてことしの件数が多いというのは、私としては余り問題にはしておりま

せん。それだけはっきり子供たちの状況が細かくつかまえられているんだろうというふうに思
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っております。うちのほうの教育の中では、町は１つの学校ということで取り組んできており

ます。ですから、オリンピックの協力も全校でやったと。3,500名全員で動かしたと。そういっ

た中でまちづくり、子供づくりをしていきたいというのが利府町の方針なんです。 

  ですから、いじめというのはどこにでもありがちなんです。ないということはないんです。

これを発達段階においてなくしていかないとだめだと。私のほうからは学校に対してはいじめ

・不登校をゼロというふうに目指しなさいというふうに当初からお話ししておりますけれど

も、そこら辺は大変難しい状況にあります。ただ、学校と教育委員会一丸となって喫緊の教育

課題であるものについては取り組んでいかなければならない。 

  先ほどお話ししたように、いじめ対策の担当者会議、それから連絡会議も持ちまして、教頭、

管理職も入って会議をことしから持っております。それから、スクールソーシャルワーカーも

１名増加しております。そういった形で体制づくりはしているんですけれども、なおかつ数字

的なものもございますし、やはり各家庭においても学校に対するいろいろな課題を持っている

こともあると思います。そういったものを全部引き受けながら、学校と教育委員会がよりよい

子供たちの成長のために向かっていかなければならないんだろうなというふうに考えていると

ころです。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） 宮城県も利府町も真摯にその数字を出したというふうに理解したいと

思います。今、教育長おっしゃられたように91件、数は増加しているけれども、それほど過敏

になる必要は今のところないというふうに理解してよろしいわけですね。 

  特に近年、命にかかわる痛ましい事件が全国で数多く起きております。これはいつ起きるか

わからない。利府町でも無縁であるとは言い切れないと思います。今、教育長にも答弁いただ

きましたけれども、町内で隠れている事件、もしくは今潜在しているような事件になり得るよ

うな事案というのは本当にないというふうに今理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育次長。 

○教育次長（松尾隆治君） 痛ましい事件ということの捉えでございますが、いじめ防止推進法

等では重大な事態として生命、心身、財産に重大な被害が生ずるおそれのあるような場合とか

相当期間学校を欠席するようなことに至った事件とか、そういうものを重大な事態と捉えてお

ります。町としては25年６月にこの法律が制定されましたけれども、それ以降、今年度までそ
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ういうものに該当する、いわゆる自死あるいは自死を企てたとか不登校になった、あるいは金

銭強要とか精神疾患に陥ったということについては起きていないというふうに把握しておりま

すが、今後ともないかというと決してあってはならないと考えますので、見逃すことのないよ

うに、そういうふうなことで悩んでいる子供がいないようにという目で各校とも丁寧に見てい

きたいと考えております。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） いじめ・不登校、いずれも早期の発見、迅速な対応が必要と思われま

す。今の教育次長のお話で教育委員会が現場と寄り添ってそういった事案が出てこないように

未然に防ぐ、そういった体制をこれからもとっていただきたいと思っております。 

  それで、ちょっと非常に聞きにくいことでありますけれども、教員についてでございます。

本当に町内の先生方は、本当に聞きにくいことなんですけれども、教育委員会から見て指導力

不足あるいは不適格教員と思われるような、これも全国で教員の不祥事とか、いろいろありま

すものですから確認の意味で聞かせていただきたいと思うんですけれども、把握しているよう

な点はないでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育次長。 

○教育次長（松尾隆治君） お答えいたします。 

  指導力不足、不適格に該当する教員は本町ではここ数年ないというふうに考えております。

ただ、みんな指導力が十分にあるかということではなく、教員を研修する義務がありますので、

これは常に深めていかなくてはならない。特に不登校やいじめに関してはその理解を常にして

いかないと、それぞれの理解がばらばらであっては認知も変わってきますので、今後ともそう

いう研修の必要性、深めていくことの必要性は感じております。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） やはり子供だけを指導するのではなくて、教育委員会の立場としまし

てはその上の教員、こちらの教員といってもやはり人間でございますので、しっかりした指導

をこれからより一層心がけていただければと思います。 

  次に、ソーシャルワーカーについてお伺いいたします。 

  答弁の中でソーシャルワーカーの勤務状況が週に１日６時間というふうになっておりまして、

これだけに限らず夜も出たりとか、そういうこともあるというふうに今教育長のほうからあっ

たんですけれども、週１日６時間、それでかなり給料のほうはいいですよね。とても週１日６
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時間の給料ではないなと思うんですけれども、本当に時と場合によってはソーシャルワーカー

は、僕は２年ぐらい前にソーシャルワーカー余に出かけたときにドキュメンタリー番組をたま

たま見たんですけれども、そのときに感動しましてソーシャルワーカーというのはすごいなと。

もう本当に昼夜問わず、もう雨が降ろうが何が降ろうが、子供のために、その家庭のためにと

いうものを見たんですけれども、利府町のソーシャルワーカーは私自身お会いしたことも、ち

ょっと勉強不足であれなんですけれども、ないんですけれども、余り認知されていないと思う

んですけれども、実際にこの利府町の中でソーシャルワーカーがそういう事案を解決したとい

うような事案があればひとつ教えていただきたいんですけれども。 

○議長（櫻井正人君） 教育次長。 

○教育次長（松尾隆治君） 具体に事案解決というふうなあれにはならないかもしれませんが、

スクールカウンセラーが教育相談的なもので子供の悩みを受容的に受け取るのに対して、スク

ールソーシャルワーカーになってきますとより積極的に周りの環境改善までかかわっていく

と。そういう事例で、昨年度ですが、例えばお母さんと話をするだけで家庭環境、経済的なも

のも改善しないと子供の不登校自体が直らないだろうというふうな判断で、例えば就学支援の

手続を用紙の準備から何から書くことまでお手伝いをしていただいたということもございま

す。結果的に子供の不登校解決にはつながったのではないかなと感じておりますが、それ以外

のところでも最近は、家庭環境の１つですが、虐待であるとか、そういうものも随分本町でも

心配な点はございますが、そういうケース会議に入って児童相談所とのかかわりであるとか、

庁内の子ども支援課とのかかわりとか、そういうものと協議しながら改善の策を見出していく

と。 

  １つこれがその成果と言えるかどうかわかりませんが、昨年度、先ほど不登校の数が31名と

いうことでお話はさせていただきました。全てが今年度残っているわけではございません。卒

業した子供もいるわけですが、その中で７名ほどは今年度は学級に通っていると、30日欠席し

ていないという状況になっている子供もありますので、これがスクールソーシャルワーカー全

てというふうには言えないですが、それ以外のスクールカウンセラーもいますし、教育相談員

もいますし、学校の手だて、いろいろなことを通じて改善というのは見えてきているのかなと

いうふうに感じております。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） ソーシャルワーカーの導入は非常にいいことだと個人的には思ってい
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るんです。どちらかというとソーシャルワーカーの仕事というのはハードとソフトを分けると

ハード面のほうが多いのかなというような今までの認識でございました。今の次長のお話です

とほとんどやっていることがソフト面、内面的なフォローになってきております。教育委員会

といたしましてはこのソーシャルワーカーの任務に対する責任もしくはそれ以上の活動が今現

在行われているかどうか、どういうふうに見解を持たれているか、お尋ねします。 

○議長（櫻井正人君） 教育次長。 

○教育次長（松尾隆治君） 先ほどのとおりで、こうやったのですぐ効果ありましたよというふ

うなものは簡単には見て取ることができませんが、例えば昨日も７時過ぎに学校で保護者、教

員と相談をして、２人ほど相談があって、今終わって戻りましたというふうな話を伺っており

ますが、やはりその中身によって関係機関につなげる、あるいは医療機関でこういうところが

ありますよと紹介する。それによって悩んでいる保護者も含めて安心していく。そういうふう

な結果につながるのであれば、それは毎月簡単にですが、どういうふうな内容として相談があ

りましたかということは報告は全部いただいておりますが、３名ともそれぞれ活躍いただいて

いると感じております。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） わかりました。私も機会があればソーシャルワーカーの方に一度お会

いさせていただきたいなと思います。 

  そして、事件は起こる可能性というのは常にあります。そして、起きてからの対応では遅い

ということで、未然に防ぐといったことを心がけていただきたいと思います。そして、これか

らの利府町の主役となる若者への投資や教育の充実、子育てしやすい環境の整備に今以上力を

注いでいただき、また、子供たちの未来をつくるよい手本となる教師の人材育成、教育環境の

整備に御尽力いただくことを期待いたします。 

  それでは、続きまして未来・まちづくりの再質問に移らさせていただきたいと思います。 

  先ほど町長のほうの答弁をいただきまして、町内における大規模イベントで嵐のコンサート

が去年あったわけですけれども、４日間で約1,800万円の経済効果があったということで、４日

間でたしか20万人ぐらい来ているわけで、この1,800万円というのは多いのか少ないのかとい

いますと、期待したほどではないのかなというふうに個人的には思います。 

  それで、年間200万人を超える人がこの利府町を訪れているということでありまして、そのう

ちの、意外だったのは約１万2,000人お泊まりになっているということなんです。１万2,000人
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も利府町に泊まるところあったのかなというふうに思うんですけれども、この辺は当局のほう

ではこの１万2,000人の方がお泊まりになっているというのはどういうふうに捉えております

か。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡議員、（１）、（２）、一緒ですか。 

○８番（吉岡伸二郎君） いや、（１）。 

○議長（櫻井正人君） （１）からですか。今、宿泊は（２）に入っていますけれども。 

○８番（吉岡伸二郎君） ちょっと入っていますけれども。済みません、（１）と（２）で。 

○議長（櫻井正人君） 一緒でいいですか。産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤 智君） 吉岡議員の御質問にお答えいたします。 

  年間宿泊者数、これは平成27年度分なんですけれども、利府町には３施設宿泊施設がござい

ます。その宿泊施設から報告を毎年もらうようになっておりまして、毎月何人というものの集

計がありまして、それの結果として年間１万2,000人というふうな形になっております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） せっかく来町した方々が何もせずに、目的を果たしたら真っすぐに帰

ってしまうというのは余りにももったいない気がします。宿泊施設の誘致は早急にというわけ

にはいかないというのは先ほどの町長の説明でもわかったんですけれども、これは長期的な案

件といたしまして、そこで目的を果たしても利府町にとどまってもらう施策や売り出し方がな

いものか、検討されてはいかがかと思います。これは行政だけではできないことではあると思

いますが、遊びや食といった町を訪れた方に楽しみを与えることのできる民間投資を引き出す

施策なども期待したいと思うんですが、当局のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤 智君） お答えいたします。 

  本町に訪れる方々が200万人を超える人数がおりますので、ぜひ宿泊ということがやはり町

にとっても経済効果が大きくなると思われます。ですので、ぜひ町としても宿泊施設、ホテル

等が来ていただければ大変助かるというか、経済効果も上がっていくとは思うんですけれども、

何せ相手は民間企業ですので、出てくださいというお話を強制的にできるわけでもありません

し、民間企業ですのでまず簡単に言うと収支ですか、何と言っていいかわからないんですけれ

ども、その収支関係でそのホテルが立地することによってその民間企業が成り立たないとだめ
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だということもありますので、そこら辺のことをぜひ民間企業のほう、そのホテルのほうにも

御理解いただいて、なるべく利府町のほうに立地していただきたいというふうな要望をしてい

くしかないのかなというふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） それではさっぱり前途多難だと思います。先ほど言いましたように宿

泊施設につきましては、これは長期的な案件で結構だと思うんです。今私が言っていることは、

民間投資を引き出す策はないかということで、例えば民間施設、企業、利府町にもありますよ

ね。あと、例えば観光協会なんかとコラボしているときがありますよね。まだまだ民間施設、

企業と行政の融合というところが非常に少ないと。これはもったいないと。まだまだ利府町に

はそういった活用できる企業があるわけですから、そういったところとコラボしてタイアップ

して、観光客並びにスポーツ観戦に訪れた方、そういった方を足どめさせる施策はないかとい

うふうに聞いているんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤 智君） お答えいたします。 

  町にある企業とのコラボによって活性化できないかということなんですけれども、もちろん

町にとってそれは大変有効な手段だと思います。ですので、利府町のほうでも産業振興協議会

というところと、町が事務局を持っているんですけれども、そちら側の企業の団体80社ほど入

っておりまして、そちらの方々といろいろな今新しくできたtsumikiのほうとどういうふうにコ

ラボしていけるかなどについて今ちょっと協議している段階でございますので、これからどう

いうふうに進めるかというのもちょっと見えないところがございますけれども、ぜひその方た

ちと組んで新しいコミュニティービジネスを創出できるような部分をちょっと模索していきた

いというふうに考えております。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） ぜひ、模索じゃなくて実行していっていただきたいと思います。 

  今課長のほうから出ました利府町まち・ひと・しごと創造ステーションなんですけれども、

先日町長の行政報告にありましたので大体ビジョンは理解いたしました。この利府町まち・ひ

と・しごと創造ステーションを今後どのような具体的な結果といいますか、将来を予想して期

待しているのか、当局の見解を伺いたいと思います。 
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○議長（櫻井正人君） 政策課長。 

○政策課長（小幡純一君） お答えいたします。 

  これまで今申し上げました観光の課長ともかぶる部分がありますが、立ち上げた理由につき

ましてはグランディに来た方々をターゲットにしましたコミュニティービジネス等を立ち上げ

ればなというふうなところで、先月開所しております。あわせまして、ことし宮城大学とも連

携協定を結んでおりまして、そういった方々あるいは企業、各種団体の方々とアイデアを重ね

ながらこれまでお話ししました町の課題なんかを解決できるような形で持っていければなとい

うふうなことを思っておりますので、さまざまな形で協働につながっていくのかなというふう

なことを考えております。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） 11月19日ですか、開所式にも私も出させていただきまして、翌週の11

月26日にイベントがございまして、そのイベントも実際に見させていただいて、そのときに感

じたのが想像以上の、今まで利府町内で感じることのできなかったような新しいエネルギーを

肌に感じました。今後新たな人の流れが生まれるんじゃないかというような、そういう期待感

も生まれました。本当に今まで何か体に感じなかったような見えないエネルギーを感じたわけ

なんです。そういうエネルギーを出せるような場の起点となり得る場所なんですけれども、今

課長おっしゃられたことはちょっと抽象的だったんですけれども、具体的に、もうこれはすぐ

に手を打たなくては、あと来年やります、再来年やりますで終わってしまいますので、もう来

月やります、年明けたらやりますというような具体的な策はあるのか、お伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 政策課長。 

○政策課長（小幡純一君） 具体的な施策というふうなことでございますが、先ほど申し上げま

したように年間200万人というふうな観光客が利府町に訪れると。その中でもグランディに訪

れる方も結構多いのかなというふうなことで、これまではそのままコンサートを見て帰ってい

たというふうな点もございますので、そういった方々に少しでも町の魅力を伝えられるように、

駅前から裏手までの間で例えば小さな店舗でも出していただきまして、そこで購入していただ

きまして、例えば歩きながら食べていただくようなものをやっていただいたり、あと、以前質

問がありました、例えば駅に自転車を置いて使っていただくような形とか、そういったものも

tsumikiのほうでやれるような形で持っていければ町全体の活性化あるいは観光客の利便性の

向上にもつながっていくのかなというふうなことを思っております。 
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○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） いずれにしてもやはり利府町が発展していくためには、ショッピング

センターもいいんですけれども、駅前を充実させる必要があるかと思います。そのためにあの

tsumikiはできたんだと思いますので、できればあのtsumiki周辺を利府町のハブ地域にして発

展していってもらうことを期待したいと思います。 

  次に、新中道地区の造成工事が平成26年３月より始まり、平成33年までの計画期間のうち約

半分が過ぎようとしています。大方の造成の姿が見えてまいりましたが、住宅地の販売は29年

４月からというふうになっていると聞いておりますが、大規模商業施設の開業やその他の業務

地については具体的にはどういうふうになっているのか、決まっていれば教えていただきたい

と思います。 

○議長（櫻井正人君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（櫻井昭彦君） 吉岡議員の御質問にお答えします。 

  新中道地区の住宅地域なり商業地域の進捗状況についてでございますが、鋭意組合施行のほ

うで組合が努力しております。公表されている大型商業施設の開業につきましては29年４月と

いうふうなことで一部報道されておりますが、物理的に今の状況ではなかなか難しいのかなと

いうふうなことで理解しております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） では、具体的にはまだ決まっていないということで理解しておいてい

いわけですね。これはやはり町民もいろいろ興味を持っている人も多いわけで、使いやすいの、

どこが来るのというような具体的な話がまだ決まっていないのでお聞きいたしました。 

  そして、この開発は我が町にとってかなり大きな開発になると思うんですけれども、当局は

この開発によってこの場が利府町にどのような効果がもたらされるかというふうに考えていら

っしゃるか、お聞きします。 

○議長（櫻井正人君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（櫻井昭彦君） お答えします。 

  この開発につきましては町の中心市街地の開発ということで、新中道地区、それから新太子

堂地区、これらも含めて中心市街地の活性化のために開発を行っております。確かに議員御質

問の経済的な効果だったり、あと人口をふやす、そういった効果もございます。町にとっては
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大変有意義な開発ではないかというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） ぜひ開発して終わりではなく、今課長言われたように町の持続的な発

展に寄与していくものであってほしいと思います。 

  では次に、均衡あるバランスのとれた町の開発・発展について質問いたします。 

  町内の均衡あるバランスのとれた町の開発・発展がこれからの利府町の将来を考えると不可

欠であると思われます。葉山団地２期工事が事実上先行きが見えなくなり、東部地区に対して

一点の明かりが消えてしまったような感があります。確認ではありますけれども、この葉山団

地２期工事につきましては現在はどのようになっているのか、そしてまた、町はどのような対

応をしているのか、お教えください。 

○議長（櫻井正人君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（櫻井昭彦君） お答えいたします。 

  この件につきましては吉岡議員のほうから機会あるごとに御質問いただいております。前に

答弁したとおりになりますけれども、震災によりまして開発の収支バランスがとれなくなった

ということで一時今進んでいない状況ではありますが、そういうふうな状況を開発者の企業の

ほうから報告いただいている状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） では、早く言えば凍結状態というふうに理解してよろしいんでしょう

か。 

○議長（櫻井正人君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（櫻井昭彦君） 鋭意努力しているところでございますが、なかなか進んでいな

いという状況でございます。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） 鋭意努力と言われましても、もう赤沼地区、サンクスの葉山の入り口

のペアガーデンの山もとられてなくなってしまったんです。そうしたらもう、あの辺の住民は

「ああ、もう撤退か」と、「伊藤忠いなくなるんだな」というふうに理解しているんです。そ

ういったこともありますので、町の方針というか、そういったものを一度明確にしていただけ
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ればと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（櫻井昭彦君） 撤退するときはいろいろな解決しなければならない問題がござ

いますので、そういったもし撤退する場合の問題を解決、クリアした段階でいろいろと町の方

針とかを定めていきたいというふうに考えております。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） その件に関してはよろしくお願いしたいと思います。 

  そして、先ほど町長のほうから松島海岸インターチェンジ周辺についてお話をいただきまし

て、この答弁はちょっと意外だったので大変うれしく思っております。大変期待感の持てる将

来、一点明かりが消えてしまったと先ほど言ったんですけれども、ここでまた明かりがついた

ような気がしております。 

  この松島海岸インターチェンジ周辺につきましては地権者中心となりまして、以前も一般質

問させていただいたんですけれども、粛々と進めさせていただいているのが現状でございます。

そこで町長の力強いお言葉をいただけたので、今後この国が示している法規、条例等、自然景

観を守る上で当然必要なものもあろうかと思われます。今現在、地方創生という大きな目標が

掲げられている現状とかみ合わないというか、妨げになっている規制も多くあると思われます。

まさに利府町、特に東部地区、その他の地区もでございますけれども、例えば農振とか景観条

例、そういった国の制限に縛られ続けていくのでしょうか。町長の先ほどのお話ではそれには

対処していくというお話だったんですけれども、もう一度お願いします。 

○議長（櫻井正人君） 町長。 

○町長（鈴木勝雄君） 吉岡伸二郎議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  利府町の発展は東西格差が非常に大きいんであります。例えば公共下水道普及率96％以上で

すが、この残りの４％は副町長の住んでいる加瀬、私の住んでいる藤田、さらには春日一部。

そういうふうに非常に文化面で格差があります。でも、黙々皆さん頑張っております。 

  そもそも利府町の人口はあとふえません。ストップです。なぜなら市街化調整区域で家が建

てられないんです。例えば葉山のように大規模開発は除いて、あれがなくなりますと個人的な

家を建てられない。ですから、富谷のようにどんどん人口は伸びません。頭打ちであります。 

  これが足かせが都市計画法。この都市計画法というのはバブル期に虫食い現象の開発を防ぐ

ために規制した法律なんです。今、吉岡議員、まさに今地方創生と逆行している法律なんです。
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これが非常に厳しく生きているために希望する方が、例えば石巻から来て何とかここに土地が

欲しいんだと言われても家を建てられない。いっぱい悩みを聞いています。それが都市計画法

によって加瀬にも何もできない。藤田にも何もできない。赤沼にも何もできない。この法律が

非常に足かせになっていることをまず御理解いただきたい。 

  では、どうやっているんだ。私は県と国とけんか腰です。ところが、国の言い分はこうです。

「町長さん、今みな地方は人口減少で消滅可能性しているので、利府町だけは贅沢な悩みです」、

こういうふうに役所の国から言われて非常に憤慨しているわけでありますが、ただ、我々は消

滅しないように皆議員と一緒になって利府町をどうするか頑張っている時代にこういった法律

です。 

  それから、農振法。農業を守れ。農業を守れはいいんですが、今農業の担い手がないんです。

もう高齢化なって、みんな空き放題、荒れ放題。その土地を何とか利活用したいですが、これ

も農振法という厳しい農水省の規制。それから、吉岡議員の住んでいるところは松島の特別名

勝区域。非常に二重にも三重にも網をかぶっていて、我々が思うとおりいかないことを御理解

をお願いしたい。 

  でも、利府町は徐々に、まずは新中道地区の区画整理32ヘクタール造成を終わりました。も

う一つは白石沢に８ヘクタールの、これは流通関係。そういうふうにして土地利用については

住宅系以外についてはどんどん商業施設とか流通系については将来見込みがあります。 

  この中でどういう経済効果があるかというと、まずは税収です。これまでの田んぼですと正

直言えば田んぼの税金は年間数千円。今度宅地になれば何十万単位で入る。それから雇用。2,000

人から3,000人の雇用を期待するということになれば、利府町にも定住促進なる。非常にこれは

大事な区画整理事業。 

  もう一つ大事なのは、もしあそこに大型ショッピングセンターが出れば、会社からの説明で

は約３割は車以外の交通手段、つまり電車で来るでしょう。つまり１日約3,000人くらいのお客

さんが電車で来るでしょう。社員もあるでしょう。すると、四、五千人の輸送をどうするかと

いうことで今協議していますが、結局はＪＲの利府線の利府駅、新利府駅を利活用しないとど

うにもならないということで、あの新利府駅をホームを延ばして、そして、今利府駅の１日の

乗降客は2,500人です。今度某大型ショッピングセンターが来たら、まずは新利府駅の量は6,000

人にも7,000人にもなる。ということはＪＲは、鈴木忠美議員いらっしゃいますが、黙ってもＪ

Ｒは増結、増発、最終便、まさにこれまでの懸案が、議会からいっぱい要望あった件が一挙に
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解決するような気がします。 

  そのためには開発業者の○○さんとＪＲと利府町が一体となってホームの整備あるいは下の

待機場、そういうことを進める、これから大事な時期ではないでしょうか。そうすると、これ

までの交通の問題はまさにあの山手線まで行くなんていうか、恐らく専用列車、今名取のイオ

ンで専用列車を出しているという、それを利府にもラッピングして専用にしてしまう、そうい

う非常に明るい今構想を持った、今利府町にとっては発展と非常に大事な区画整理事業です。 

  それから今度、今吉岡議員から何か東部の方は暗いイメージだけあれですが、今間もなくそ

このマックの交差点、きょう田中床屋さんはいませんが、田中床屋さんの前に今建物が建ちま

した。あれは某スーパー。具体的には言えません。入ってみればウジエスーパー。そして、こ

の信号から掖済会病院の前の信号があります。あの県道の南側、空き地はほとんど埋まります。

今工事が始まっているウジエスーパー。その次の空き地は黄色い帽子。英語で言えばイエロー

ハット。その次はカラオケボックスです。その次がドラックストア、その次がコンビニ、また

コンビニ、そして終点は幸楽苑。野球場ではありません。おそば屋さんです。幸楽苑。もう工

事が始まっています。 

  ですから、もう利府町はこの県道の南側はほとんど近い将来、近い将来というか、もう既に

来年度中には全て埋まって商業施設。それから、左側は文化複合施設。そして、新太子堂地区

の区画整理というふうに、もうどんどん赤沼に近づいてきますから、この利府町の開発はほと

んど仙台の西のほうからです。神谷沢、菅谷通って、ようやく掖済会病院と。 

  この次を期待するのが今度はインター周辺の。これは規制の中でも商業とか、そういった用

途によっては500メートル、１キロ圏内という、ありますので、決して絶望的ではないというこ

とです。御理解を願います。そして、利府町全体が発展して、そして、うちの副町長にも下水

を引っ張れるように、そして、我が藤田にも下水道を引きたいです。 

  そういうふうに均衡ある、本当に大事な話です。私も東部に住んでいて、この吉岡議員の話

は非常に同感です。ですから、これをやはり議会と当局が一緒になって将来のまちづくりを進

めないと。おかげさまで皆さんがこれまで行政に賛同していただいているので、これは順調に

進んでいるということを御理解をお願いしたい。 

  特に先ほど白石沢、間もなく県の都市計画審議会で認められますと、まさに流通系８ヘクタ

ール。これも非常に流通系の会社が雇用、まさに雇用。雇用、雇用で利府町は定住促進に向け

た非常に基礎固めができるんではないかと思いますから、ぜひ絶望的にならないで、そして、
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これから利府町がもっともっと、まずは税収を確保して、先ほどから鈴木晴子議員もいろいろ

補助金の問題、あるいはきのうから言われている子供の医療費ゼロも、それも税収がなければ

どうにもならないことであります。ですから、我々何といっても税収確保、そして雇用の確保

ということを最重点に行政を進めているということを御理解して、そして、夢と希望に向かっ

て。 

  葉山も実は開発業者はほとんど絶望です。開発業者は。２期、３期は。その土地をどうする

か。これは葉山の方々の御相談をいただいて、例えば町に寄付したら葉山の皆さんで使える場

所にしたらいいか。あそこの９ヘクタールのまちをどうするか。これから皆さんと相談して、

あのまちの発展のために考えなければ。これまで腫れ物にさわる思いでやってきましたが、し

かし開発業者が断念するとなれば、このままでは塩漬けにしておくわけにいきませんので、こ

れから議会と相談して利府の全体的な発展に向けて努力をしていきたいと思いますから御理解

をお願いしたい。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 吉岡伸二郎君。 

○８番（吉岡伸二郎君） 私の予定では最後に町長に質問しますというのがあるんですけれども、

ほとんど答えをいただきましたので、時間も参りましたので、これで終わります。 

○議長（櫻井正人君） 以上で、８番 吉岡伸二郎君の一般質問を終わります。 

  ここで昼食のため休憩いたします。再開は13時10分といたします。 

     午後 ０時１３分  休 憩 

                                            

     午後 １時０７分  再 開 

○議長（櫻井正人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  次に、３番 後藤 哲君の一般質問の発言を許します。後藤 哲君。 

〔３番 後藤 哲君 登壇〕 

○３番（後藤 哲君） ３番、公明党、後藤 哲でございます。今定例会には２点について通告

しております。通告順に御質問いたしますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、１の水道管老朽化対策について伺います。 

  蛇口をひねってそのまま水が飲める国は世界の中でも日本を初め15カ国程度で、中でも日本
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の水道は飲みやすい軟水がほとんどと思います。しかも、水道水の検査項目は51に上り、その

厳格な基準によって高い安全性が確保されております。しかし、近年は全国的に水道管の老朽

化が進み、このままでは国民生活に甚大な影響を与えかねない状態になっており、今後いかに

水道インフラを守り抜けるかが重要な課題と思われます。 

  御存じのように本町の水道は明治45年に中心部の３区域を給水区域とした簡易水道が始まり

でございます。昭和40年代からは人口増加による水需要の増大に対応するため、塩竈市及び仙

台市と上水道分水契約を締結し、分水を受けながら施設の整備を推進しました。今から40年前

の昭和52年には利府地区簡易水道第４次拡張事業により本町全区域への配水管整備が完了いた

しました。その後、東北新幹線の車両基地建設、住宅団地造成に伴う人口増加、生活様式の変

化などに対応するため、それまでの５区域の簡易水道を廃止統合した利府町上水道創設事業を

昭和54年から開始し、その後も上水道拡張事業に基づいた関連施設の整備拡張に努め、平成４

年には新たな水資源確保による安定供給をはかるため、七ヶ宿ダムを水源とした仙南仙塩広域

水道用水供給事業から水道水の供給を受け、現在に至っております。担当課の日夜の献身的な

対応で安全な水を安心していただけることに心から感謝申し上げます。 

  私たちの日々の生活で当たり前のように利用している水道水ですが、その中で心配なのは水

道管の老朽化ではないでしょうか。多くの水道管は1970年代に設置され、約40年とされる耐用

年数を迎えております。各地で古くなった管が破裂し、道路の陥没や断水被害が相次いで起き

ているとの報道もあります。日本が世界に誇るおいしい水道水は災害時には命をつなぐ水とな

り、大きな地震にも耐えられる水道管に一新し、いざというときに備えることが必要と思われ

ることから、次の点について町の考えを伺います。 

  （１）本町では耐震用の水道管に更新を行っていると思いますが、進捗状況について伺いま

す。 

  （２）法定耐用年数を過ぎている水道管はどの程度設置されているのか。また、管種区分は

どのようなものかをお伺いいたします。 

  （３）生活基盤施設耐震化等交付金の活用についてお伺いいたします。 

  次に、大きい２点目の学校給食を活用した地域活性化事業についてお伺いいたします。 

  環境省では平成27年度から食品廃棄物を継続的に発生させている事態の１つである学校給食

の実施に伴い発生する廃棄物の３Ｒの促進を図り、市町村と地域、学校が連携して食育、環境

教育活動を取り組むモデル事業を実施しております。今年度は市町村からの提案を審査委員会
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において審査した結果、京都府宇治市、千葉県木更津市の２市で事業を実施することになりま

した。 

  そこで、千葉県木更津市の取り組みを紹介し、質問させていただきます。 

  木更津市では学校給食で出た調理くずや食べ残しを肥料に変えて地元農家に提供し、その肥

料を用いて生産された野菜を給食に使用することで、食材の循環を目指す学校給食を活用した

地域活性化事業を実施しております。木更津市は今年度からオーガニックなまちづくりをテー

マに掲げ、資源循環社会の形成を目指し、リサイクルや地産地消の推進に力を注いでいるよう

でございます。食品ロスの削減や地域農業の活性化を目指すとともに、教育現場における食育

の充実を目的に食べ残し削減対策などを推進し、小中学校で特別授業を行うなど、食べ物の大

切さを学んでおります。 

  そこで、次の点について町の考えをお伺いいたします。 

  （１）各小中学校にバイオ生ごみ処理機を設置し、生徒による処理で食べ残し削減対策など

をできないものか、お伺いいたします。 

  （２）小中学校で特別授業を行うなど、食べ物の大切さを学ぶ機会が必要と思いますが、ど

うでしょうか、お伺いいたします。 

  以上２点でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの質問について当局答弁願います。 

  １、水道管老朽化対策については町長。２、学校給食を活用した地域活性化事業については

教育長。初めに町長。 

○町長（鈴木勝雄君） ３番 後藤 哲議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  第１点目の水道管の老朽化対策についてのお尋ねでありますが、（１）、（２）につきまし

ては関連がございますので一括してお答えを申し上げたいと思います。 

  まず、利府町の耐震用水道管の更新事業の進捗状況でございますが、本町の水道は昭和50年

代後半からしらかし台を初めとする各団地の造成、あるいは大型商業施設等の進出に伴いまし

て水の需要が増加いたしまして、整備に当たりましては当時の基準で耐震性能を持った離脱防

止型の水道管を使用いたしまして、現在管路の総延長が234キロメートルまで及んでおります。 

  総延長のうち昭和40年代に整備いたしました耐用年数を超えた水道管につきましては29キロ

メートル残っており、管種区分につきましてはダクタイル鋳鉄管が約23キロメートル、塩化ビ

ニール管が5.7キロメートル、ポリエチレン管が0.3キロメートルとなっているのが現状でござ
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います。これらの老朽管につきましては、日本水道協会が新たな基準として認証する鎖構造型

の耐震化への更新を平成16年度以降、順次進めているところでありますが、東日本大震災の復

旧期間である平成23年、24年度には更新工事を一時中断していることなどから、現在の耐震化

率は５％、耐震化済みの管路の延長は11.7キロメートルとなっているのが現状でございます。 

  次に、（３）の生活基盤施設耐震化等交付金の活用についてでございますが、平成22年度以

前においては国の補助事業対象が鋳鉄管のみであり、利府町で使用しているダクタイル鋳鉄管

については補助対象外とされていましたが、平成22年度の補助事業の見直しによってダクタイ

ル鋳鉄管の耐震化も本交付金の対象とされたところであります。しかしながら、この交付金事

業の実施に当たりましては既存の施設のアセットマネジメントの実施と水道施設全体の更新計

画を含んだ水道ビジョンの策定が義務づけられているところであります。先ほど答弁いたしま

したとおり、震災の復旧事業等によってこれら計画策定におくれが生じておりますが、現在こ

の交付金事業の活用に向けまして準備を進めているところでありますので、御理解をお願いを

申し上げたいと思います。 

  私からは以上であります。 

○議長（櫻井正人君） 次に、教育長。 

○教育長（本明陽一君） ３番 後藤 哲議員の御質問にお答え申し上げます。第２点目の学校

給食を活用した地域活性化事業についてお答え申し上げます。 

  まず、（１）の各小中学校にバイオ生ごみ処理機を設置し生徒の処理による食べ残し削減対

策についてでございますが、本町の給食の残菜については給食センター２カ所を合わせ１日当

たり平均190キログラム発生しており、各学校において議員御提案の生ごみ処理機での対応は難

しいものと考えております。 

  なお、本町の残菜の種類につきましては専門業者に委託し肥料としてリサイクルを行ってお

り、その堆肥の一部を学校に無償提供していただいております。 

  学校給食での残食を減らすことは有用であることから、給食センターにおいては栄養バラン

スを考慮したおいしい給食の提供、各学校においては休み時間の運動の推奨、好き嫌いをなく

す指導や給食時間の確保に取り組んでおります。 

  最後に、（２）の小中学校で食べ物の大切さを学ぶ機会についてでございますが、給食指導

のほかに栄養教諭や栄養士が連携して、食べ物の働き、スポーツと栄養のかかわり、朝食の大

切さなど、食べ物の大切さについて全ての小中学校において学年に応じた食に関する指導を１
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学級１時間以上行っております。 

  また、学校給食を通してみんなで食べることの意義や食事の大切さなどを子供たちに教えて

いただいている平成16年に設立された食育ボランティアのキャベツクラブの協力で、小学生を

対象に学校の花壇に残食から生成した堆肥を用いたリサイクルの指導や食料自給率と食べ残し

原料を関連づけた内容のスライドを使用して、食べ物の大切さを学んでおります。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの答弁に対し、再質問の発言を許します。後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 初めに大きい１点目、水道管老朽化対策についてお伺いいたします。 

  （１）の耐震用の水道管に更新を行っている進捗状況についてお伺いいたします。進捗状況

については先ほど答弁をいただいて、管路総延長は234キロとかなりあり、なかなか進まない状

況は理解できました。隣の仙台市は130年くらいかかると伺いました。今の本町としての目標と

していつごろまでに完了予定なのか、お伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 当局、答弁願います。上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  目標年度でございますが、今現在管路の延長が結構長いものですから、１年に大体今実際更

新できているのが１キロメートル弱でございます。それを換算しますと200年以上も過ぎてし

まうということがございます。そのために町長が答弁されたように、これから補助事業をもら

えるような準備をしまして、幾らでも早く更新できるようにしようと考えてございます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 答弁ですと234年、ここで生きている人は多分誰もいないのかなと思いま

す。水道運営が財政的に厳しい現実の側面からは、施設の全てを耐震化するには長期間を要す

る場合もあると思います。給水区域内の重要な給水施設への給水ラインの優先的な着手により

早期の耐震化をはかるなど、施設の必要性に応じた適切な対応が必要と思われますが、いかが

でしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  現在、耐震化ということで耐震管のＧＸ管とかＭＳ管という形で順次更新しておりますので、

これからも強度も増していくのかなというふうに思っております。 

  以上です。 
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○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 厚生労働省が平成25年３月に策定した新水道ビジョンでは耐震化の一層

の推進が急務とされており、基幹管路を優先しつつ将来全ての管路が耐震化されることをビジ

ョンとして掲げております。50年後、100年後の将来を見据え水道の理想像を明示しており、危

機管理対策項目の中、施設耐震化対策では耐震化対策には優先的に実施する必要性の高いもの

を10年程度で実施し、次に断水エリア、断水日数の影響が大きい施設、管路を優先して耐震化

を推進し、最終的には耐震化が必要な施設の全てをクリアすることで50年から100年先には水

道施設全体が完全に耐震化できるよう、水道事業の耐震化計画策定に盛り込むことが求められ

ております。今のペースで更新ですと課長いわく230年以上かかる事業で、人命にかかわること

でもあり、一日も早く１本でも多くの更新を検討していただきたいと思いますが、どうでしょ

うか。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  まず、基幹管路につきましては当時の耐震管と言われますＳ２型とか、そういう管を使用し

ております。ですので、基幹管路につきましては東日本大震災におきましても漏水はございま

せんでした。その他、配水管、これから更新していくわけなんですけれども、その更新におき

まして補助事業を使用して更新していくのにどうしても計画というものを立てて補助申請をし

ていかなければいけないということがございますので、そちらを先に準備していくということ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 次に、（２）の法定耐用年数を過ぎている水道管はどの程度設置されて

いるか、また、管種区分はどのようなものかについてお伺いいたします。 

  平成25年３月に策定された新水道ビジョンでは強靱の観点から見た水道の理想像として、老

朽化した施設の計画的な更新を勧めており、管路の耐震化にあわせた老朽管路の更新を進めて

いく方向性が示されております。先ほどの答弁の中で本町の一番古い水道管はいつごろに設置

されたものか、初めにお伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 
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  利府町において一番古い管ですが、昭和41年度に埋設されておりますダクタイル鋳鉄管でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 設置が昭和41年。41年ですと50年以上が過ぎているとのことですが、無

効水量についてお伺いします。配水管からの漏水、洗管などが考えられます。そこで漏水件数

についてはどれくらいあるのか、お伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  漏水件数でございますが、平成27年度におきましては３件、それと平成28年４月から11月末

までは２件ございました。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 年間二、三件という認識でよろしいんですね。 

  塩化ビニール管やポリエチレン管の耐用年数は40年くらいでしょうか。すぐに壊れることは

ないと思いますが、無効水量がふえてくることも考えられることから、最優先に布設がえが必

要と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  水道管の法定耐用年数でございますが、ダクタイル鋳鉄管、それからポリエチレン管、塩化

ビニール管等の法定耐用年数が40年となってございます。それで、布設がえ、どのぐらい延び

るのかということかなと思うんですが、ダクタイル鋳鉄管におきましても管の断裂とか、そう

いうものはございませんで、漏水に関しましては継ぎ手部分がほとんどでございますので、実

際40年となりますが、そのほかに地形、それからその地盤によりまして40年じゃなくて倍以上

もつという、ほかの施設ではそういう場合もありますので、今後それらも含めて補助事業含め

て更新の計画を立てて更新事業を進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 済みません、最優先的に考えられないのかという御質問だったんですけ
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れども、よろしくお願いします。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  当然耐用年数を過ぎた管につきましては優先順位をもっと上のほうで１番、２番手になりま

すが、そうしていくんですが、道路改良とか団地開発等によりまして、そちらのほうを優先的

に新設工事をしなければならないという場合があります。工事を多くやってしまいますと水道

の経営のほうに影響を与えるということもありますので、そちらも含めながら、まずは古い管

から更新していきたいというふうに考えております。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） ちょっと同じような質問になると思いますが、特に水道管、水道本管に

おいては日本で多く使われている管材であるダクタイル鋳鉄管が本町でも耐用年数を超えた中

で一番多いようですが、耐用基準としては強いほうで、この間の布設がえは検討はされている

のでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  当然耐用年数が過ぎた場合は検討の材料に入ります。けれども、先ほど申しましたが、その

埋設された地盤、それから地形等も考慮しながら更新の事業の年度等も考慮していきたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 安全のための確認として本町の水道管に昭和62年にＪＩＳ規格を廃止さ

れたアスベストを原料としている石綿セメント管は埋設されている管は一切ないと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  石綿管でございますが、昔配水管に一部ありましたが、全部ダクタイル鋳鉄管やポリエチレ

ン管に入れかえてございます。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 
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○３番（後藤 哲君） 次に、（３）の生活基盤施設耐震化等交付金の活用についてお伺いいた

します。 

  水道施設を計画的に更新し、この資産を健全な状態で次世代に引き継いでいくことは現世代

の責務であり、その中でも水道事業の運営管理を担っている水道事業者の役割は特に重要では

ないでしょうか。高度経済成長期などに急速に整備された水道施設の老朽化が進行し、大規模

な更新ピークを迎えつつある今、水道施設の計画的更新は全国の水道事業者共通の最重要かつ

喫緊の課題となっております。持続可能な水道事業の実現には中長期の更新需要、財政収支見

直しに基づく計画的な施設更新、資金確保が必要不可欠であることが改めて認識され、アセッ

トマネジメントの継続的な実践により健全な水道が次世代へ確実に引き継がれていくことが大

切と思われます。そこで、交付金活用の見通しについてはどのように取り組まれるのか、お伺

いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  交付金の活用でございますが、来年度から水道ビジョン、それからアセットマネジメントの

作成を考えてございます。一応こちらにつきましては２カ年かかるものと思っております。そ

のビジョンが完成いたしまして、それから次の年度になるんですが、交付金の要望をし工事を

進めていきたいと考えております。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 計画的な効率的な水道施設の改築、更新や維持管理、運営、更新積立金

等の資金確保方策を進めるとともに、改築更新のために必要な負担について需要者の理解を得

るための情報提供のあり方などについて具体的検討を推進する必要性を感じます。リスクにつ

いて関係者間で情報や意見を交換し、その問題についての理解を深め、お互いによりよい決定

ができるよう合意を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  耐震化に布設がえ工事をするには当然予算というか、事業費がかかります。その中で、今現

在は約5,000万弱で行っておりますが、今後アセットマネジメント等を作成し、交付金を使用し

ていきたいと考えてございます。 

  以上です。 
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○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 莫大な金額がかかるものですから、当然水道料金の値上げにかかわる問

題もあると思うんですが、この辺はいかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大友政一君） お答えいたします。 

  今現在、先ほども申しましたが、新設の工事、それから布設がえの工事、それも浄水場の改

良も含みますが、そちらを含めて経営のほうに、水道の料金に係るもののほうに水道料金が上

がらないような金額というんですか、そちらを考えながら今現在やってきております。その中

でこれからこの交付金が活用できるんであればもっと耐震の工事の延長が延びるものと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 次に、大きい２点目の学校給食を活用した地域活性化事業についてお伺

いいたします。 

  初めに、（１）の各小中学校にバイオ生ごみ処理機を設置し生徒により処理で食べ残し削減

対策はできないものかについてお伺いいたします。 

  先ほどの答弁の中で食べ残しは全部の中身が１日190キロだと思いますが、食べ残しはその

中でどのぐらい含まれているのか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えいたします。 

  食べ残しの量でございますが、実際搬出量というふうな形だけでなっておりますので、何対

何というちょっと詳しい資料までございません。申しわけありません。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 量がわからない、190キロというのは大根の要らない葉っぱとか白菜の芯

とか全部投げた場合の全部の量でいいんですよね。 

  食べ残しの原因はどのように把握しているのでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えします。 

  給食の残食の原因でございますが、いろいろ考えられます。確かにその日のメニューによっ
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ては大分減ったりする。例えばカレーとかの場合ですとほとんどないとか、前にもお答えした

ように和食系の場合ちょっと残るとかというふうな形で、お子様にとっても好き嫌いというふ

うな形がありまして、一概にこれだからというふうな形までちょっと把握できない状況でござ

います。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 実は先月だったでしょうか、テレビ放送で自校式の給食センターをちょ

っと放送していて、サンマの骨があると子供はサンマを食べない。そのサンマの骨を全部とっ

て調理に出したらどうだろうと何か大変な思いをしてやった事例もあるんですが、今課長の答

弁のようにカレーなら食べるが和食だとなかなか進まないという今お話でしたよね。その中で

かなりの食べ残し量と思われますが、好き嫌いもあると思います。給食に対する生徒のアンケ

ート調査など必要と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えします。 

  やはり給食については栄養バランスという観点も重要でございまして、やはりそちらのほう

で子供たちの成長に必要なもの、やはりこれは提供しなければならないということもあります。

そういう形で、いろいろ栄養士とか栄養教諭が毎月のメニューを決められた金額の中で創意工

夫して提供しているというふうな形でなっております。そういうことから、アンケートについ

てなんですが、個々に給食どうこうという話は、個別的なちょっと私聞いた話で、例えば町外

から来られた先生方、利府町の給食は質量ともいいですねという評判をいただいております。

あと、たまたまこの前キャリアシップがありました。中学生のほうに給食どうですかというふ

うにちょっと休み時間聞いたところ、利府町の給食はおいしいですというふうな回答はいただ

いておりますので、給食について、そしてなおかつ、毎回ではありませんが時期を見てリクエ

スト給食というふうな、そういう取り組みもしまして、できる限り児童生徒の要望にもある程

度応えられるような形でも対応しておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） バランスの必要性、栄養管理に関しては私も認識しております。ただ、

先ほど課長の答弁で他の違うところから転勤してきた先生はおいしいと。ただ、小学校６年生

の給食と小学校１年生の給食は同じですよね。そうした場合に、小学６年生だったらこのくら

いの辛さは食べられるけれども１年生は辛過ぎて食べられないとちょっと私の中に情報も入っ
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てきているんですが、この辺はどう捉えられるでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えします。 

  そちらの辛味とか、そちらのバランス的なものについては、多分各学校に給食主任という担

当の先生がございまして、そういうふうな形で例えば低学年のほうがきょうの給食は辛かった

よとか、そういう情報は常に来ていただいて、例えばそういうふうなものがあった場合のメニ

ューなり味つけの創意工夫というふうな形で、できる限り対応はするように努めているところ

でございます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 済みません、今のお話ですと要は辛過ぎるから少し優しくするというお

話ですよね。結局自校式ではないので全体で全部何校か分をつくって、同じ給食ですよね。そ

の辺の対応はどうなんですか。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えします。 

  確かに利府町はセンター方式ということで、キャロット館が６校、ポテト館が３校という形

で、そこで各学校のほうから私のほうには給食がどうこうという細かいそういうふうな御要望

等は、あと給食センターのほうにも確認したところ出てきておりませんので、もしそういうふ

うな形で給食主任者会とか、いろいろな会合がありますので、そういう御要望については例え

ば低学年用のとか、その辺できる限りはそういう要望があれば対応したいという考えでござい

ます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 業者に委託している食べ残しの処理は堆肥にして学校の花壇などの肥料

として用いていると伺っておりますが、どのくらいの予算がかかっているのでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えします。 

  平成27年度なんですが、本町においては食べ残しの処理については運搬費だけで行っており

ます。普通は運搬費プラス処理費というものがかかるんですが、その処理費は無償というふう

なところに運んでやっておりまして、27年度については約55万円、運搬費がかかっております。

ただし、27年度まで町内にそういう処理する施設がありましたもので、一応１キロ当たり15円
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という運搬費で済んでおりまして、28年度はちょっと泉のほうに処理施設が変わりまして、ち

ょっと１キロ当たり30円というふうな形で金額は変わっております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 私の時代は給食の内容も乏しく、食べ残しはほとんどなかったと記憶し

ております。私のクラスで御飯を食べ終わらせないと昼休みをさせない先生がいました。多分

今はこんなことをしたらすぐ大騒ぎになってだめだと思いますが、その中で泣きながら食べな

がら、やはり嫌いな人は残すんです。嫌いな子は残していました。当然昼休みの休みはありま

せん。その中で、生徒みずから生ごみ処理機で処理することで食の大切さをみずから学ぶ大変

大事な施策と思いますが、この点はいかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えします。 

  確かにそういうふうな食の大切さなり残食とか食べ残しを減らすというふうな形でございま

すが、先ほどの答弁にもあったようにいろいろ学校の時間を活用した形でいろいろなさまざま

なこともお話ししているのと、先ほど教育長の説明にありました本町にキャベツクラブさん、

はっきり言いますと食の指導のほかに箸の持ち方から、いろいろな面で御指導いただいて給食

の陰の立て役者という形で御貢献いただいております。 

  そういう中で、やはり一番なのは給食をどのようにというか、食べ残しをするのに今確かに

言われるように食べなければ遊んでだめというふうな指導ではございません。それで、なぜか

というと、例えばどうしてもアレルギー関係とか、そういうふうな問題があるお子さんもおり

ますし、実際問題とすると今結構学校の過密スケジュールというか、ある程度の時間内に準備

して食べて片づけるというふうな形になっておりますので、ちょっとそちらのほうの時間の確

保、さっき答弁ありましたが、そちらについても今校長会を通しまして各学校で取り組むよう

に進めて、残食を減らすような方向で進めております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 今の答弁ちょっとアレルギーという話が出たんですが、アレルギーの子

は自宅から弁当を持ってきて食べているんではないんですか。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 
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○教育総務課長（菅野 勇君） お答えします。 

  その症状によっては全く給食をとれないお子様もおりますし、例えば豆だけだめだとか、部

分的なものがちょっとアレルギーがあるという形のお子さんもおりますので、そちらのものに

ついては各担任が把握しまして食べられるものを提供していくというふうな形で、全てという

わけではございません。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 理解いたしました。 

  食べ残しの多い学校を１校指定して試験的に設置などはできないものか、お伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） 今回後藤議員の御提案は確かに食育教育とか地域連携とかでモ

デル的な理想的な取り組みだと思っております。ただ、利府町の場合は一番なのが給食センタ

ー方式という形で、やはり全部がセンターに集まってくる。それを細かく砕いて、また各学校

に運んでいくというふうな形はなかなかちょっとできないということ、今の専門業者に委託し

ているということで、あと、やはりこちらのほうが委員から御提案あったので木更津市のほう

といろいろ連携しまして、やはりモデル地区でやられているのはやはりそういうふうな形で規

模的なもので、自校式で人数的にもちょっと百二、三十人というふうな形で、なおかつ地域が

農家の方が多く、そういうふうな受け皿、循環ができるような地域というふうな形とちょっと

拝見しておりまして、利府町においてはそういうふうなものを全て賄えるまでちょっと対応で

きないかなと考えておりますので、現段階で難しいと思われます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 次に、（２）の小中学校で特別授業を行うなど食べ物の大切さを学ぶ機

会が必要と思うについてお伺いいたします。 

  先ほどの答弁の中で給食指導については私も伺っております。効果はどのようにあらわれて

いるのか、わかればお願いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） こちらもなかなか一概に指導をしたからすぐにというふうな内

容ではありませんが、私も機会がありましてたまたま学校でやっております例えば生産者と一

緒に給食を食べる触れ合い給食会とかというふうな形で、児童とともに給食。その前に野菜の

つくり方、こういうふうな形でいろいろ学んでからという形だと、たまたま野菜のスープも子
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供たちが競って食べるとか、そういうふうな形でいろいろな機会あるごとに進めておりますの

で、これをやったからぐんと減ったという実例というのはなかなかちょっとお答えできません。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） では、最後に木更津市で行っている小中学校の特別授業は中学校の教室

ではグループワークが行われて、生徒たちは環境問題や食品ロスについて学習し、お互いの意

見を発表し合ったようでございます。生徒の中には捨てられてしまう食材の多さに驚いた、こ

れからは意識して食べるようにしたいとの意見や、授業の様子を見守っていた校長先生は生徒

が食について考える機会を与えてくれ感謝している、今後も食育に力を入れていきたいと語っ

ていることからも、特別授業を行うなど食べ物の大切さを学ぶ機会が必要と思いますが、いか

がでしょうか。これをお伺いして私の質問を終わります。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えします。 

  一応先ほどの答弁にあったような形で、小中学校でそれぞれテーマとかを持ちまして、そう

いうふうな形の授業というか、そういうふうな取り組みを行っておりまして、こういうふうな

リサイクルも含めたものについて学校のほうから要望があれば関連等対応しながら進めてまい

りたいと考えております。 

  以上です。（「大変ありがとうございました」の声あり） 

○議長（櫻井正人君） 以上で、３番 後藤 哲君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩をします。再開は14時５分といたします。 

     午後 １時４９分  休 憩 

                                            

     午後 ２時０２分  再 開 

○議長（櫻井正人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、９番 高久時男君の一般質問の発言を許します。高久時男君。 

〔９番 高久時男君 登壇〕 

○９番（高久時男君） ９番 高久時男でございます。今定例会には大きく２問の質問を出して

おりますので、真摯な答弁をよろしくお願いいたします。 

  １番、公共工事の入札制度と施工管理について。 

  東日本大震災から５年半が過ぎました。なかなか応札のなかった須賀の水門工事も落札業者
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が決まり、今後は順調に進捗していくものと期待いたします。利府町はさらに利府小学校の建

てかえや文化複合施設整備などが控えており、公共事業が続いてまいります。そのような中で、

入札額が落札業者より低いのに落札できなかったケースやたび重なる契約変更で工事金額が当

初の契約の約２倍になるケースがありました。 

  そこで伺います。 

  １、入札方式の決定基準はあるのでしょうか。 

  ２、総合評価落札方式の配点を技術重視にできないでしょうか。 

  ３、予定価格決定のプロセスはどのようなものでしょうか。また、予定価格を公開するケー

スはあるんでしょうか。 

  大きな２番です。高齢者の居場所づくりを。 

  高齢化が進む利府町においては、これから高齢者が住みやすいまちづくりを進める必要があ

ります。認知症施策も含めて高齢者が日々の生活の中で活発に動き、コミュニケーションをと

れる環境づくりが求められております。 

  そこで伺います。この件について町と町内の福祉団体との協働の取り組みは何かあるのでし

ょうか。 

  （２）町内の空き家などを活用した高齢者の居場所づくりの考えはないでしょうか。 

  以上２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの質問について当局答弁願います。 

  １、公共工事の入札制度と施工管理について。２、高齢者の居場所づくりを。いずれも町長。 

○町長（鈴木勝雄君） ９番 高久時男議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  第１点目の公共工事の入札制度と施工管理についてでございますが、（１）の入札方式の決

定基準についてお尋ねであります。 

  地方自治体が執行する契約方式は地方自治法において一般競争入札、指名競争入札、随意契

約のいずれかの方式によるものとされているところであります。さらに、地方自治法施行令で

は随意契約によることができる一定の基準を規定しておりますので、この基準を超えるものに

ついては原則として一般競争入札または指名競争入札によるものとなります。利府町では復興

関連事業の一日も早い完成を目指す観点から、建設工事に係る条件付一般競争入札施行要領に

おきまして一般競争入札の対象工事を定めております。原則として設計金額が5,000万円以上

の建設工事については一般競争入札の対象に、5,000万円未満の建設工事については指名競争
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入札の対象としているところでございます。 

  次に、（２）の総合評価落札方式の配点についてでございますが、一般競争入札における総

合評価落札方式は、高い技術的能力と地域の発展に対する強い意欲を持つ建設業者が成長でき

るように、入札金額のみならず品質や地域性を含めて総合的に判断する手法として、公共工事

の品質確保の促進に関する法律に位置づけられた契約方式でございます。この方式における配

点方法は導入自治体においてさまざまでございます。 

  現在、利府町では地元企業の育成、地域経済の発展に重点を置いた配点としておりますが、

今後の震災復興関連事業の終息に伴いまして一般競争入札の対象金額などの見直しも含めて御

質問の評価点の配点方法についても調査検討を行うこととしておりますので、御理解をお願い

したいと思います。 

  （３）の予定価格についてでございますが、公共工事に係る適正な金額での契約の締結は関

係法令において明確に規定されているところであり、そのためにはまず予定価格が適正に設定

されているかどうかが重要であります。御質問の予定価格の設定に当たりましては、公共工事

の品質確保の促進に関する法律におきましても、市場における労務と資材等の実勢価格など、

市場実態を的確に反映させた積算を行うとともに、これに基づいた予定価格の適正な設定を発

注者の責務として位置づけているものでございます。このため利府町では公共工事の品質や工

事の安全を確保して、建設業の健全な発達を阻害しない妥当な価格をもって予定価格を設定す

るように努めているところでございます。 

  また、予定価格の公表につきましては、入札執行前の事前公表によって当該近傍価格へ入札

が誘導されること、さらに、入札参加者の適切な積算、見積もり努力を阻害するとともに、技

術力及び経営力による競争を損ねる弊害が生じるおそれもあることから、国の指針に基づきま

して全ての入札において事後公表としていることでありますので、御理解をお願いしたいと思

います。 

  次に、２点目の高齢者の居場所づくりについてでございますが、（１）の福祉団体等との協

働の取り組みについてでお尋ねでありますが、高齢者福祉に限らず地域における福祉を推進し

ていくためには福祉団体との協働による取り組みは欠かすことのできないものと考えておりま

す。特に来年４月から新総合事業へ移行に向け、ことし４月から利府町社会福祉協議会へ生活

支援コーディネーター業務を委託して地域の支え合い活動の発掘や生活支援体制整備事業準備

委員会を設置いたしまして地域づくりの課題あるいは御意見を伺うなど、生活支援等サービス
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の構築に向けた準備を進めているところでございます。 

  （２）の空き家を活用した高齢者の居場所づくりについてでございますが、現在集会所ある

いは学校の空き教室を利用してふれあいオープンスクールあるいは老人クラブなどが主体とな

ったお茶会と見守り活動が実施されております。利府町といたしましても高齢者が住みなれた

地域で健康で生き生きと生活を送ることのできるように、さまざまな交流等を通じまして高齢

者の孤立化や閉じこもりを防止するために身近な居場所づくりが必要と考えており、新総合事

業の開始にあわせまして現在多角的に検討を進めているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの答弁に対し、再質問の発言を許します。高久時男君。 

○９番（高久時男君） 前向きな御答弁ありがとうございます。ちょっとテンションは下がって

しまいましたけれども。 

  入札方式です。一般的に３つあって、一般競争入札、指名競争入札、それと随意契約という

ことで。それで、先ほどの御答弁で理解はしているんですけれども、随意契約の中で一定基準

という答弁があったんですけれども、どのようなものでしょうか。県なんかを見ますと価格の

低い案件や250万以下とか、あとは実質的なもので合理的な理由がある場合というようなものが

あるんですが、利府の場合そういったものはあるんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 当局、答弁願います。財務課長。 

○財務課長（高橋三喜夫君） お答え申し上げます。 

  随意契約のできる基準ということでよろしいでしょうか。工事または製造の請負ということ

で130万円までを随意契約の範囲としております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） わかりました。 

  それでは、次の総合評価落札方式に移ります。 

  まず、この総合評価落札方式、先ほど町長答弁もありましたけれども、この点数の配分に関

しては各自治体さまざまでございます。それで、ちょっとその概念といいますか、理念といい

ますか、そういったものをちょっとここで確認したいんですけれども、まずこの総合評価落札

方式、利府の場合は価格の評価が８割、それと総合評価部分が２割ということで設定されてい

ると思いますが、そういった捉え方で間違いはないでしょうか。 
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○議長（櫻井正人君） 財務課長。 

○財務課長（高橋三喜夫君） お答え申し上げます。 

  本町では価格の分が10割、それから評価のほうが２割ということで、全体で120％で見ており

ます。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） わかりました。８割だと思ったのが10割ということで、要は120％満点と

いうことですよね。わかりました。 

  それで、その総合評価、２割、20％の総合評価の部分なんですけれども、これの点数１点と

いうのは当初100％というふうに考えていたんですけれども、100％の場合その予定価格の１％

に値するのかなと。120分の１という形でのパーセントでよろしいんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 財務課長。 

○財務課長（高橋三喜夫君） お答えいたします。 

  価格に関しては10％ということでよろしいかと思います。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） ちょっと意外だったのが価格評価の部分が10割という答弁があったんで、

実際私は８割だと思ったんです。価格の部分が８割のウエートで、総合評価の部分が２割とい

うことで、足して100。であれば総合評価のその１ポイントというのは、20点あるんですけれど

も、その20点の１点というのは予定価格の１％という捉え方でいいのかというような質問をし

ようと思ったんですけれども、価格の部分が100で総合評価の部分が20ということですから、満

点が120になりますよね。ですから、その120分の１、要するに１％近いんですけれども、総合

評価のその１点というのは価格に直した場合、0.8％か0.9％になるかわかりませんけれども、

そのぐらいのウエートと捉えてよろしいでしょうかという質問です。 

○議長（櫻井正人君） 財務課長。 

○財務課長（高橋三喜夫君） そのとおりでございます。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） この総合評価落札方式の、この場合ちょっと120分の１というのはなかな

か計算しづらいんで100点ということで話を進めさせてもらいたいと思います。これ、総合評価
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が20点なんですけれども、利府の配点ですけれども、ちょっと調べたところ、調べたところす

ぐわかるんですけれども、利府はこの総合評価の部分が20点満点で、先ほど町長がおっしゃっ

たようにこれは３つ、大体どこの自治体も一緒なんですけれども、大きく分けて大体３つぐら

いの項目に分けてあります。 

  １番目が技術点です。施工業者に技術があるかないかということです。それと社会性。これ

はその会社が社会的なコンプライアンスをある程度遵守しているかということだと思います。

３番目に地域性というものがあるんです。地域性。この部分が特別な部分だとは思うんですけ

れども、これが利府の場合は９点のポイントを今現在あるわけです。20点満点で技術点が７ポ

イントで、社会性が４ポイント、地域性が９ポイントということです。 

  これでいくと、この１％、９ポイントを地域性で、その利府の業者さんにポイント的にある

条件をクリアしたら与えるということは、９％最初から価格の優先性を与えているという形に

なります。それで、こういう理解でよろしいでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 財務課長。 

○財務課長（高橋三喜夫君） お答えいたします。 

  先ほど町長の答弁にもございましたように、地域性の配点を大きくしているということは地

元企業の育成や地域の経済の発展というところに重きを置いているということで御了解願いた

いと思います。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） この総合評価落札方式、10年ぐらい前からですか、この方式が国内でい

ろいろな自治体で採用されるようになったというのは。この落札方式の理念というか、概念な

んですけれども、これは国のほうの概念です。総合評価落札方式は価格と品質を数値化した評

価値の最も高い者を落札者とすることにより、価格と品質が総合的にすぐれた施工者を選定す

る方式であるとなっております。この中には地域性とかというものはないんです。 

  あと、これは県のほうです。県のほうの総合評価落札方式の概要ということで、これは平成

17年４月施行の公共工事の品質確保の促進に関する法律というものに基づいて理念が示されて

おります。供給される工事の品質と価格を総合的に評価し、最もすぐれた工事を施工できる者

を契約するとなっております。この工事の品質とは、建設される構造物だけでなく、その施工

方法や安全対策、環境対策なども含むとなっております。この中に地域性というものが出てこ

ないんです。 
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  私もちょっとまだにわか勉強なのでどこか法理的なもので欠けている部分があったら、その

辺を指摘していただきたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 財務課長。 

○財務課長（高橋三喜夫君） お答えいたします。 

  平成17年４月に公共工事の品質確保の促進に関する法律というものが施行されてございます。

これを受けて平成17年８月にガイドラインのほうが示されてございます。この中で、本町は簡

易型の特別方式というものを採用しておりますけれども、簡易型における標準基準及び配点配

分の設定の中でも示されておりますが、それから、このほかに公共工事の入札及び契約の適正

化を図るための措置に関する指針というものが国から示されてございます。この中で地域性を

重視しなさいよということで示されているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） ガイドラインはわかりました。指針である程度地域性を大事にしなさい

よということだと思います。これは国からということは国土交通省だと思うんですけれども、

これの裏づけの法律というのは何かありますか。明らかに地域性で、利府の場合を参考にしま

すと９ポイント優先権を与えているわけです。９％の。これというのは公正性という部分にお

いてもちょっと問題があるというふうに私は捉えたんですけれども、ただ、法的な根拠がある

んであればそれはいいんですけれども、そういったものは何かあるんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 財務課長。 

○財務課長（高橋三喜夫君） ただいま申し上げました品確法の中で定められているものでござ

います。 

  それから、ちなみに配点、近隣の状況を申し上げますと、利府町は確かに９点でございます。

これと同じ配点をしているのが富谷市となってございます。それから、女川町では８点。それ

から、塩竈市は７点。松島町、それから七ヶ浜町については６点ということで、この辺はちょ

っと差が出ているかなというふうには感じているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） その品質確保の促進に関する法律ということなんですけれども、私もち

ょっと調べたんですけれども、要はある特定の業者に優先権を与えるというのが果たして法的

な根拠、裏づけなしにやれるのかなというところがちょっと気にかかったところです。国の指

針とかガイドラインとかはあると思うんですけれども、やはりある程度日本は法治国家なんで、
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その辺が完備されていないとちょっと違法性が出てくるのかなというような感じがいたします。 

  ただ、地方自治法に１つあったんです。地方自治法の234条、契約の締結の３項があるんです

けれども、これは落札業者は一番低価格で入札した者によるというようなことが書いてあるん

ですけれども、ただし書きがあるんです。「ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契

約については、政令の定めるところにより……」といろいろあるんですけれども、「最低価格

をもって申し込みをした者以外の者を契約の相手とすることができる」という、こういう条文

がありました。唯一これが根拠、よりどころかなと思ったんですけれども、ただ、これはあく

までただし書きなんです。ただし書き。なので、これが例えば、変な話ですけれども、この件

について訴訟沙汰になって、最高裁でどういった判例が出るかというところまで深読みしてし

まうと、ちょっと根拠が薄いのかなというふうな感じがいたします。 

  それと、先ほど課長は近隣の状況をお話しいただきましたけれども、私も調べました。２市

３町ですけれども。２市３町。多賀城が20満点で、この総合評価、技術点が10、社会性が４、

地域性が６点です。塩竈市は技術点が11、社会性が２、地域性が７点です。松島町は、これは

ちょっとその案件によって総合評価の点数の割り振りを10点から30点に幅広いんです。30点の

例を見ますと、技術点が６、社会性が６、地域性が６、あと施工計画書というものがあって、

これが12点で、全部で30点満点。七ヶ浜は今現在総合評価落札方式は採用していないというお

話でした。１回試行はしたらしいんです。試行はしたんだけれども、とりあえず七ヶ浜さんの

それなりの事情があったんでしょう。現在はこの方式は採用していないということです。利府

と似ているといったら富谷なんです。富谷市がやはり地域性で９点とっているということなん

ですけれども、利府だけじゃないんです。どこもやはり地元の業者さんをそれなりに活発に仕

事をしてもらいたいということなんですけれども、ただ、やはりこの概念というか、理念から

いくとやはりこれというのはちょっと引っかかるところなんです。地元優先をあからさまにや

っているという、この方式自体が果たして正解なのかなというところがあります。その辺につ

いて町長、今までの中で何か町長なりの見解はありますか。 

○議長（櫻井正人君） 町長。 

○町長（鈴木勝雄君） 高久議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  入札方式についての御質問でございますが、担当といたしましては法令に基づいて淡々とや

っているということでございまして、特別にある特定の業者を有利にするためのそういった条

件は全くありません。その辺を御理解をお願いしたいと思います。 
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○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） 私もそう思います。ただ、誰がどうのこうの、便宜を図ったとかどうの

こうのじゃなくて、やはり制度上の問題だと思うんです。そういったもので、やはり何か、最

近も亘理町でこの入札に関して問題ありましたけれども、やはり制度の問題も重要で、この総

合評価落札方式というのはやはりちょっと見方によればある程度欠陥を抱えている制度じゃな

いかなというふうに感じます。地元優遇というのもたしかに必要で、やらざるを得ない部分は

あるんですけれども、余り制度上あからさまにそれをやっているというのが果たして妥当性が

あるのかというところにちょっと疑問符を感じるわけでございます。 

  そんな状況なんで、答弁の中にもありましたけれども、見直していくということなんですけ

れども、この見直しについて現在どのような考えをもっているか、構想だけでも結構ですけれ

ども、お願いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 財務課長。 

○財務課長（高橋三喜夫君） お答えいたします。 

  先ほど近隣の状況等もお答えいたしましたけれども、震災復興の事業が終了してからの話に

なりますけれども、落ち着いた段階で配点のほうを考えたいというふうに思っておりますけれ

ども、先ほど言いましたが本町は９点ということで近隣では突出しているような状況でござい

ますので、近隣にならったような形で検討していきたいというふうに思っております。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） わかりました。 

  これは私の意見なんですけれども、地域性は省いたほうがいいんじゃないかと思うんです。

技術点とか社会性というのは、これは重要なんで、これは当然総合評価の中に入れてもいいと

思うんですけれども、総合評価というのはあくまでも理念、概念は価格のみによらず、やはり

技術的なものとか、あとはその工法であるとか、工事中の周辺環境への影響であるとか、そう

いったものをやはり重要視した落札を目指していただきたいなと思っております。 

  この間の入札ありましたけれども、落札率が利府町の業者さんが99.2％か99.3％で、それで、

実際そこより300万ほど安いところが落札できなかった。一番のポイントはやはり総合評価の

地域性です。９点。要するに９％もアドバンスを与えている。これ私、例えば業者の立場でい

ったら、こんな入札方式があったら私は応札しないです。もう絶対とれないですから。利府以

外の業者は。要するにそうなってしまうと応札がないという形になります。やはりある程度そ
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の辺は入札の概念であります、基本理念、透明性の確保、公正性の確保、競争性の確保、あと

品質向上性の確保という４つの重点項目があるんですけれども、この中でこの方式自体の地域

性というものに関しては公正性の確保と競争性の確保に相反する制度じゃないかなと思ってお

ります。そんな形で、見直すということなんで、見直しはそういった形でやっていただきたい

なと私は思っております。 

  それで、地元業者を何も排除しろということではないんです。利府の業者さん、建設業者さ

ん、土木業者さん、いろいろあると思いますけれども、さほど大きな規模でやっているところ

はそうそうないんで、先ほど入札方式の中で一般競争入札は5,000万円以上と。指名競争入札は

5,000万円以下というような話がありました。5,000万円以下の仕事はどんどん地元業者を指名

してやってもらったらいいんです。 

  ただ、地元優先もわかるんだけれども、地元優先の中身がやはり今のような制度だとちょっ

とやはり疑問符が生じる。疑問符というか、あからさま過ぎるんじゃないかなというのが一番

今回の問題として指摘しておきたいと思います。 

  それでは、次、小さい３つ目です。予定価格のプロセスはどうかと。ここで聞いていたのは、

公共工事の品質や安全性とか、こういった答弁にありますような理念じゃなくて、具体的にど

ういった形でその予定価格というものをつくっていくかということです。基本設計も含めて。

これは職員の皆さんがつくるんでしょうか、それとも外部に委託してつくるんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 財務課長。 

○財務課長（高橋三喜夫君） お答えいたします。 

  基本設計は誰がつくるかということでございますが、最近では震災復興のように大きな工事

が大分出ておりますので、業者のほうに委託しているのが多いかと思います。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） こんなことを聞くのは、これも最初の前文に載っているんですけれども、

先日５回目ぐらいの契約変更で、現契約から２億円ふえたと。2.2億円だった現契約が最終的な

５回目の契約変更で4.2億円になったと。２億円オーバーといったら、これは入札は一体何だっ

たんだろうなと思いますよね。うがった見方をすれば、そのときだけ入札で落としておいて、

後で契約変更で金額を上げられるわなというような見方もできるということです。決してそん

ないいかげんなことで上がったとは思っておりません。ただ、やはり余りにも現契約とかけ離

れた金額の上がり方というのはいかがなものかなということで、予定価格のつくり方といいま
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すか、その辺をお聞きしているわけです。 

  だから、業者さんに委託してある程度基本設計をやっている、予定価格もその中から割り出

しているということなんでしょうけれども、だったら、その業者さんの精度が悪いのかなとい

うふうな気もしてくるんですけれども、その辺はいかがですか。感覚として。 

○議長（櫻井正人君） 財務課長。 

○財務課長（高橋三喜夫君） お答えいたします。 

  まず、当初の設計につきましては十分に調査、測量をしまして、その上で設計を組んでござ

います。土木工事といいますのは多種多様な現地の自然条件や、それから環境条件のもと施工

されるものですから、ある程度の変更というのはやむを得ないこととは思いますが、今お話に

あったような案件については今後十分に基本設計の段階から精査して取りかかっていきたいと

いうふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） わかりました。 

  基本的には設計変更、当然土木建設工事に関しては完成品を購入するわけじゃないんで、今

回ありましたよね。パソコンを買って70％が落札率という。ああいうものだとわかりやすいん

だけれども、土木建設工事に関しては完成品を購入するわけじゃないんで、途中で契約変更と

いうのもこれはやむを得ないと思うんです。やはり予定したものと違ってくるという可能性も

十分あり得ます。 

  ただ、５回はないんじゃないかなということです。当初その現場を見てある程度見積もりを

つくるにしても、見切れなかったものとか見落としてしまったものとか、そういったものは当

然あると思います。ただ、実際それを落札して契約をして現場に入ってそれなりに見ていけば、

１回ぐらいの契約変更で、要するにこれちょっと見誤ったとか、そういうものがあって、それ

は当然だと思うんです。ただ、余り安易に契約変更を続けていくという、その考え方自体にち

ょっと問題があるかなというところがありますので、なるべく最小限に抑えて、今言ったよう

に契約をとった業者さんは現場をとったらすぐ見て、ちゃんと一番最適な方法は何で、これで

１回ぐらいの契約変更でおさめてもらいたいなと思っております。 

  それでは、大きな２番目に行きます。 

  これも前向きに御答弁いただいたわけなんですけれども、これは以前私も何年か前に、以前
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は高齢者の居場所づくりということで、団地なんかだと集会所が３つぐらいあるところが結構

あって、その集会所を高齢者に開放して高齢者の、年寄りの居場所づくり、大人の居場所に提

供できないか。ただし、その町内会からは集会所を取り上げるわけで、それをかわってある程

度１カ所ぐらいに集約したそこそこの規模の集会所をつくれないかというようなことを質問し

た経緯がございました。ただ、なかなかこれも各町内会のやはり了解を得られないと難しいと

いう問題もあって、なかなか進展しておりません。 

  その中で、やはりこの居場所づくりというのが非常にこれから重要になってくるんじゃない

かなと思っております。これも以前話したことなんですけれども、新しく転入してきた団地の

住民なんかはやはり今の高齢者の方は意外と横のつながりがないんです。だから、下手をする

と引きこもりになってしまう可能性が高いということで、その場合あと何か方法がないかなと

考えたときに、最近ちらほら出てきた空き家というものです。これを活用したらいいんじゃな

いかなということで今回質問させていただきました。 

  多角的に検討しているということなんですけれども、どのような形で今考えているか、もう

ちょっと具体的にもう一度。 

○議長（櫻井正人君） 高久議員、（２）ですか。 

○９番（高久時男君） 済みません、（２）に行ってしまいましたね。 

○議長（櫻井正人君） 通告順に（１）から質問してください。 

○９番（高久時男君） それでは、地域の福祉団体との協働ということで出しております。これ

は認知症対策というものも含んでいるんですけれども、なかなか現実的にどういった動きを行

政としてやったらいいのか、あと、地域としてやっていったらいいのか、あと、地域の福祉団

体とどういった協働ができるのかといったようなことがあるんですけれども、現在どのような

ことを考えているかということでお聞きしたんですけれども、その辺もう少し具体的に何か方

策があれば教えていただきたいのと、あと、地域としては何をやったらいいんですか。その辺

も具体的な構想がありましたらお尋ねしたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） 高久議員の再質問にお答えいたします。 

  地域としてまず何をやったらいいかというお話でございましたけれども、これまで来年４月

から始まります新総合事業に向けてということで、各町内会の代表の方、各団体の代表の方に

お集まりをいただきまして、地域ごとに座談会等を開催しまして高齢者の地域における見守り
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活動であったり、高齢者が地域で住みやすい環境づくりを進めていくに当たってぜひ御協力を

お願いしたい、これから地域ごとに取り組んでいっていただきたいというお話をさせていただ

いております。 

  そういった中で、では団体がどういった形でかかわっていったらいいのかというのは、それ

ぞれの団体が持っている特性であったり、その取り組みをぜひ地域の高齢者のために御協力、

御支援をいただく、まずそれが一番最初のスタートではないかなということで我々も考えてお

りまして、先ほど町長の答弁にもございましたように今社会福祉協議会に委託をしております

生活支援コーディネーターが、その地域ごとのいろいろな各種団体ごとの支援体制についての

アドバイスあるいは指導なんかをしながら地域づくりを進めていくということをこれから来年

の４月からは、今は町全体で取り組んでいますが、地域ごとに取り組みを進めたいというふう

に考えているところでございますので、そういった中でぜひ地域でより多くの方々に高齢者の

支援に御協力をいただければなというふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） なかなか難しいと思うんです。住民参加で支援体制を組んでいくとかと

いうことも難しいと思うんですけれども、それをコーディネートする当局もまたこれ大変で、

でも、これはやらなくてはいけないことなんで、ぜひ頑張ってやっていただきたいなと思って

おります。 

  その中で、やっとまともに（２）に移ります。この町内の空き家を利用した居場所づくりと

いうことを提案させていただいているんですけれども、恐らく一番これ可能性が高い。やりや

すい。お金はかかりますけれども、恐らく月10万くらいの家賃を払って場所を借りるというふ

うな形になると思うんですけれども、１つの団地に１カ所ぐらいずつこういったものがあると

非常にいいと思うんで、ぜひ予算組みをしていただいて前向きに取り組んでいただきたいなと

思っておりますけれども、この件に関して今の課長の見解はどうでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  高齢者の居場所づくりにつきましては、これまでも地域ごとにぜひ高齢者が孤独にならない

ように孤立化の防止であったり、認知症の対策であったりということで取り組んでいただきた

いというお願いをさせていただいているところでございます。各町内会あるいは老人クラブ等

が中心になりまして各地域で少しずつではありますけれども、今取り組んでいただいている状
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況にあります。それを町といたしましては全町内会で取り組んでいただけるものを最終的な目

標というふうに考えておりまして、そのための支援というものを来年の４月に向けて構築をし

ていきたいというふうに考えております。 

  ただ、場所につきましては空き家という御質問でございますが、そういったものを含めてど

ういったもので居場所づくりをできるのかというのはこれから制度について検討していきたい

というふうな段階でございます。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 高久時男君。 

○９番（高久時男君） 頑張っていただきたいなと思っております。 

  なかなか地域で見守りたいみたいな概念があるんですけれども、なかなか現役の人たちがそ

れをやっていくというのは難しいんで、できたら、こういう言い方をしたら失礼なのかもしれ

ないけれども、お年寄りを集めて、その中で皆さんお年寄り同士見守ってもらうというのが一

番いいのかなと考えておりますので、ぜひともこの件に関しては予算組みを早急に行って、ぜ

ひ施策として遂行していただきたいと思います。 

  これで私の質問を終わります。以上です。 

○議長（櫻井正人君） 以上で、９番 高久時男君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。再開は15時といたします。 

     午後 ２時４６分  休 憩 

                                            

     午後 ２時５７分  再 開 

○議長（櫻井正人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、７番 土村秀俊君の一般質問の発言を許します。土村秀俊君。 

〔７番 土村秀俊君 登壇〕 

○７番（土村秀俊君） ７番、共産党議員団の土村でございます。ことし最後の一般質問です。

吉岡議員と同じように来年に展望の持てるような町長の答弁をぜひ期待しておりますので、よ

ろしくお願いします。 

  それで、質問事項は２点です。 

  質問事項の１番目、通学路・交差点などの安全対策についてでございます。 

  （１）現在、朝夕の通学時に児童生徒が列を組んで歩行しているところに自動車が突っ込み、
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小さな命が犠牲になるという痛ましい事故がふえております。町としてこれらの現状を踏まえ

て通学路の安全対策の強化に全力で取り組む必要があると思いますが、町として今後どのよう

に通学路の安全対策を実施していく考えなのか伺います。 

  （２）近隣の仙台、塩竈、多賀城などでは歩行者の安全対策として歩車分離信号の設置がふ

えてきております。県も歩行者の多い交差点で歩車分離信号の設置をふやしていくという方針

であります。利府町内でも交通量の多い交差点などへの整備が必要ではないかと思いますが、

町として検討しているのかどうか伺います。 

  質問事項の２、熊本地震の教訓を町の防災にどう生かすかということでございます。 

  （１）熊本地震は二度の震度７の揺れが起こり、多くの家屋が倒壊しました。特に建築基準

法改正前の家屋倒壊は70％を超しました。利府町内でも改定前の家屋が依然として存在してお

ります。町として対象となる建築物の耐震診断、耐震補強を今後どのように進めていく考えな

のか伺います。 

  また、新基準の建物でも熊本地震では１割が倒壊しました。基準策定の昭和56年からは既に

30年以上経過をし、本町でも５年半前には震度６の地震を２回経験をし、ダメージを受けた建

物もあるとも思います。新基準の建物でも診断、改修が必要な場合もあると思いますが、町と

して対応を検討しているのかどうか伺います。 

  （２）熊本地震の避難所の取り組みでは施設の耐震化や収容能力、職員の確保などの受け入

れ体制の課題、要配慮者の受け入れ体制、救援物資や食料の配付体制、指定避難所以外、車中

での多数の避難者の避難生活者、そして避難住民への情報提供など、避難所の取り組みでさま

ざまな課題が生じました。町としてこれらの状況を踏まえて今後の利府町の防災にどう生かし

ていくのか伺います。 

  （３）熊本地震では多くの家屋が倒壊し、倒壊家屋からの救出、瓦れきの撤去、復旧作業な

ど、地域の防災組織、地域住民や地元の建設業者、それから消防団などが活躍しました。今後

の地域防災の中で共助と公助の連携について町はどのように取り組んでいく考えなのか伺いま

す。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの質問について当局答弁願います。 

  １、通学路・交差点などの安全対策についての（１）は教育長、（２）は町長。２、熊本地

震の教訓を町の防災にどう生かすのかは町長。初めに教育長。 
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○教育長（本明陽一君） ７番 土村秀俊議員の御質問にお答え申し上げます。 

  第１点目の通学路・交差点などの安全対策についてお答え申し上げます。 

  まず、（１）の通学路の安全対策についてでございますが、鈴木忠美議員の一般質問でお答

えしましたように、これまでも児童生徒の安全対策が図られるよう、ＰＴＡ連合会による通学

路安全点検による改善要望を踏まえて関係機関と連携し対応を行ってまいりました。通学路の

安全対策の取り組みといたしましては、カーブミラーの設置、交通規制の要望、交通安全喚起

看板の設置、側溝にふたを設置し歩道としての機能の確保、運転手に歩行者の存在を確認して

もらうため道路の路側にカラー舗装を行うなど、町当局及び関係機関との連携により必要な対

策を講じ、交通事故防止に努めてまいりました。 

  また、今年度から県仙台土木事務所や塩釜警察署等の担当者が一堂に会して通学路の改善箇

所や対策を検討することを目的に、利府町通学路等安全対策推進会議を設置し、児童生徒が安

全に通学できるように通学路の安全対策を迅速、かつ円滑に推進してまいりたいと考えており

ますので御理解願います。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 次に、町長。 

○町長（鈴木勝雄君） ７番 土村秀俊議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  第１点目の通学路・交差点などの安全対策についてでございますが、（２）の歩車分離式信

号の整備についてでございますが、塩釜警察署に確認をしたところ管内では17カ所に歩車分離

式信号機を設置しております。設置の目安といたしましては当然ながら歩行者が集中して多い

ところ、さらに車両の右左折の多いところ、あるいは交差点が広いところなど、歩行者と車両

を分離して通行させる必要性が高いと警察が判断した場所に設置しているとのことでありま

す。利府町におきましては仙台松島線の森郷地区の交差点に設置されております。 

  御質問いただきました整備の検討についてでありますが、利府町内の主要な道路は御承知の

とおり交通量が多くて歩行者の安全確保対策は重要な案件であると認識しております。道路の

横断中の事故から歩行者を守るためにも歩車分離式信号機の設置は有効な方策の１つであると

認識しておりますが、信号機の設置についてはこれまでも何回も御答弁申し上げておりますが、

宮城県公安委員会が宮城県内全体の要望箇所から優先度の高い箇所を選定して設置することと

いうことで伺っております。利府町においても多くの信号機の新設、改良についてこれまでの

議会でもたくさん要望いただきました。その中で設置が進まないのが現状となっていることか
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ら、継続した御要望を続けていきたいと考えておりますので御理解をお願いしたいと思います。 

  次に、大きな２番の熊本地震の教訓を町の防災にどう生かすかについてでございますが、ま

ずこの熊本地震については私も実際現場に行って、逆に熊本地震の教訓を学ぶより我々の教訓

を熊本に伝えたい、そういう気持ちでございました。なぜなら、あの熊本は全く地震がなくて、

全く地震に対する備えがない。我々素人から見てもそう感じました。 

  あわせて、数カ月たっても潰れたままです。そのまま。全く瓦れきの山も動かない。そうい

うことを考えたとき、本当に我々の防災対策は本当に数段も進んでいるなという実感をした中

での答弁を申し上げたいと思います。 

  （１）の今後の耐震診断、耐震補強の進め方についてでありますが、ことしの９月定例会で

小渕議員に同様の御質問をいただきまして御答弁申し上げております。現在、町では木造住宅

耐震診断助成事業として昭和56年５月31日以前の建築基準法改正前の旧耐震基準により着工さ

れた戸建て木造住宅を対象に平成15年度から毎年継続して実施をしているところであります。

この事業の実施によりまして耐震診断の結果に基づきまして耐震改修工事を実施した住宅、あ

るいは東日本大震災の影響により建てかえなどを行った住宅もあることから、利府町の耐震化

は着実に進んでいるものと考えています。 

  今後の木造住宅の耐震化促進に当たりましては、現在宮城県と共同で実施している耐震診断

を行った方々を対象とした耐震化に関する調査あるいは耐震改修工事の普及啓発のほかに、耐

震化の助成制度に関する情報等を町のホームページや広報紙に掲載するなど、引き続き周知を

図っていきたいと考えておりますから御理解をお願いしたいと思います。 

  また、耐震基準のほうの改正後の耐震基準で建築している住宅の診断、改修につきましては、

現在のところ国からは新たな耐震化に関する基準は示されておりませんので、今後の国の動向

を注視していきたいと考えております。 

  （２）の熊本地震における避難所の課題についてでありますが、ただいま土村議員御質問の

とおり熊本地震につきましては相次ぐ巨大地震の発生により最大時の避難者数は約18万4,000

人と聞いております。自治体による対応能力を超えた災害であったと認識しているところであ

ります。 

  この熊本地震による避難所の取り組みの課題といたしましては、今土村議員御指摘の点を初

め、ライフラインの途絶に起因するトイレなどの衛生管理、あるいは車中泊によるエコノミー

クラス症候群の発症と、多岐にわたるものと考えているところであります。この東日本大震災
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を経験した本町といたしましても、熊本地震による避難所運営の課題についても検証して防災

計画に生かしてまいりたいと思います。 

  なお、先ほどから申し上げましているとおり、利府町の避難所については既に太陽光発電装

置、蓄電装置を完備して、避難所としての機能をさらに強化をしている。それから、きのう御

質問をいただきましたが、避難所としての各自主防災組織の強化も図っているということでご

ざいますから、そういった意味では私が熊本に行って感じたこととは利府町は大分あの東日本

大震災からは強化されているというふうに私自身実感しているところであります。 

  ただ、避難所運営の課題として我々は今でも反省している点は、男性の目線、つまり避難所

運営、救援物資の運営について男性目線であったと。例えば全く気づかなかったのは、女性の

トイレをどうするか、それから、女性の生理用品をどうするか。本当の話。それから、例えば

ミルクをどうするか、紙おむつをどうするか。本当に女性の目線で考えなければならなかった

ことが大きな反省点として、この教訓を生かさなければならないと思っています。 

  あのときは南三陸、女川、大被災地に対してもう救援物資が置く場所がないということで、

利府町の温水プールで一時預かりました。そこから大規模な被災地の要望に応じてここから配

送したんですが、その多くがほとんど女性用品。ミルク、それから紙おむつということが集中

しました。ですから、これからは我々としては女性のそういった視点に立った備蓄を強化しな

ければ、避難所としての強化をしなければならないということを改めて東日本大震災、熊本地

震を教訓にして、これを強化しなければならないということを熊本に着き実感しました。 

  蛇足になりますが、利府町も５年前大変お世話になったんで、４人の職員を熊本に派遣して、

本当に職員は暑かったんです。半端じゃないくらい本当に、我々も経験したことないんですが、

あんなに暑いとは思わなかった。それを職員が毎日被災住民からは怒鳴りつけられながら、そ

して職務を遂行してきた。これもやはり我々経験した職員でなければできなかった。そういっ

た大変教訓になったということでございます。 

  （３）の共助、公助の連携の取り組みについてでありますが、利府町では町内全ての行政区

に自主防災組織を設立しておりまして、自主防災組織における中心的な役割を担う人材として

地域防災リーダーも育成しているところであります。この自主防災組織の防災訓練では、町で

はこの防災リーダーが主となって防災訓練を実施するように指導して、フォローアップ研修等

によって防災リーダーのさらなるスキルアップに努めているところであります。消防団につき

ましても同様に団員の技術力の向上を図るために訓練を実施しているところであります。 
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  また、地元企業との連携につきましては、災害時における支援等に対する協定、つまり利府

町災害防止協議会、災防協と協定を結んでいるわけでありますが、これも熊本に行ってびっく

りしたのが、何カ月たってもそのままです。全く手つかず。あれはびっくりしました。そうい

った意味で、利府町では災害防止協議会の全面的な協力で被災者の家屋を片づけたり、本当に

復旧に役立ちました。そういったことから、これからも地元企業と連携して災害時の支援協定

を最大限生かして被災者を早く救う方法をこれからも連携しなければならないということを実

感しました。 

  今後とも被災地には何といっても地域住民の皆さん、あるいは企業、消防団も含めて本当に

連携を強化しながら、利府町全体の防災力の向上に努めなければならないと思っておりますか

ら、我々も東日本大震災、熊本地震、そういったことを経験したそこからいろいろな教訓を学

び取って災害に強い利府町の構築に努めなければならないと思っていますから、議員各位の御

理解と御協力を賜りますようにお願いを申し上げたいと思います。 

  以上であります。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの答弁に対し、再質問の発言を許します。土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） それでは、通学路の問題からいきます。 

  通学路の安全については、きのうの鈴木忠美議員の質問に対する教育長の答弁でも通学路に

ついては利府町通学路要綱というものがあって、それに基づいて、そして通学路の安全につい

てはしっかり点検を行って、それを確認して校長先生が通学路指定をするということに仕組み

としてはなっているようです。 

  この中で通学路の安全点検をするとなっていますけれども、安全点検をした結果いろいろカ

ーブミラーとか看板とか側溝のふたとか、いろいろな対策を打ったということなんですけれど

も、通学路の安全について点検作業というのはどういう形で行われているのかどうか。通学路

を決定して子供たちにここだよというふうに示すのは４月の入学式以降だというふうに思うん

で、恐らく３月、４月の間に学校の先生たちが通学路の点検とかされているのかなというふう

に思うんですけれども、そういう形で点検作業をしているというふうにとってよろしいんでし

ょうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えいたします。 

  まず、通学路の点検のほうでございますが、今議員が申されたとおり新学期が始まる前に各
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学校、特に児童生徒の入ってくる生徒で変わる場合もありますけれども、そういうふうな形を

含めて一番安全が確保できるということをまず学校側で教職員が実際に歩いて確認をして、安

全が確保されるというところを指定するというふうな形です。 

  あと、そのほかに、多分議員も御承知のとおりですが、ＰＴＡ連合会が夏休みに各学区の通

学路を重点的に見ていただいて、ここをもう少し改善してほしいとか、そういうふうな点検を

していただいております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 通学路の安全点検ということで、今課長のお話では３月から４月にかけ

て学校の先生たちが全ての小学校、中学校の通学路を点検すると。かなり長い距離ですけれど

も、全て点検しているのかなというふうに思います。 

  またあと、町のＰＴＡの連合会でやるのは年１回なんですよね。夏休みにやって。報告がも

うそろそろ出たかなというふうに思うんですけれども、そこだって年に１回しかやらないわけ

です。通学路の安全を点検するのに果たして本当に年に１回だけ３、４月のときだけでいいの

かどうかというのはちょっと不安に思うんですけれども、春とか夏だったら日が長いし雪も降

らないということですけれども、後半、秋とか冬になれば早く暗くなったり、あるいは雪が降

って歩道が見えないとか横断歩道が見えないと。通学路が非常に厳しい状況になるということ

もありますので、そういう点で春夏秋冬すぐにやれとは言わないけれども、もう少し頻度を多

い形で通学路の安全点検作業というのはする必要があるのではないかなというふうに思うんで

すけれども、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えいたします。 

  そのほかに町としてスクールガードリーダーさん、中学校区に配置して、この方は大体毎日

主要な箇所、あと全部は回り切れませんので、その週内にある程度危険と思われるようなとこ

ろとか、重点的にパトロール、点検していただいております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） わかりました。 

  それでは、通学路の安全点検については、ことしの４月から利府町の通学路等安全対策推進
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会議という組織を立ち上げて通学路の安全について取り組んでいくということなんですけれど

も、この組織の参加する方々とか、あるいはこの推進会議の進め方というのはどういう形でや

っていくのか。４月から設立されたということでもう半年、上半期過ぎているわけですけれど

も、上半期の中で何らかの取り組みがなされてきたのか、その辺について伺います。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） 通学路安全対策推進会議について28年の４月からという形でな

っております。この設置の目的でございますが、これまでやはりそういうふうな通学路の安全

要望の箇所とかあった場合、あくまでも教育委員会で整備、直せるというわけでございません。

例えば交通規制を伴うものに対しては生活安全課を通して所轄に要望。あと、町道であれば都

市整備課。県道であれば都市整備課さんを通して県の土木事務所のほうに改善をお願いすると

いうのがこれまでの取り組みでございました。 

  こういう改善箇所についてやはりいろいろな技術的なこととかアドバイス、こういうふうな

形で取り組むとかというアドバイス的なことも含めた形で、今回町の担当部局、さっき言った

担当課とあわせた形に県の土木事務所、あと塩釜警察署の担当の方も入っていただいて、一堂

にそういうふうな危険箇所というか、安全点検した箇所で改善が必要と思われるところについ

て今後話し合いなりアドバイスをいただいて対策を一堂で検討するための組織でございます。

それで、今ことしからちょっと運用しておりまして、この会議については11月にＰＴＡのほう

から報告書等もいただきましたので、早急にこの会議を開きたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） そうすると、４月から立ち上げたけれども、まだ会合は開かれていない

ということでよろしいんですか。そうしたら、この通学路の安全対策についてこういった専門

的な推進会議とかというのは、これはたしか調べたんですけれども、平成24年に内閣府のほう

からやはり子供たちが通学途中にいろいろ事故に巻き込まれる例があると、特別な対策を通学

路に対して安全対策をとらなくてはいけないという通達のようなものが平成24年にたしか下っ

ているわけです。それを受けて今回利府もこういう組織を、まして最近の子供の悲惨な事故の

例を見れば、やはりこういう対策、専門部署を立ち上げる必要があるというふうに思ってやっ

たのかもわからないんだけれども、もう既に仙台とか多賀城ではこの推進会議、仙台では通学

路安全対策推進会議、多賀城では通学路緊急合同点検会議というものをもう立ち上げて、あと
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ほかの自治体でもかなりこういったような組織を立ち上げて、課長言ったようにやはり学校だ

けでなく土木事務所とか警察とか、あるいは消防とか、自治会とか幼稚園も含めて、いろいろ

な参加を募ってこういう組織を立ち上げているという例がもう各地で生まれてきているわけで

す。 

  そういった点で、一番大事なのはそこの集まった皆さんが、もちろんそれぞれの専門家なわ

けですけれども、利府町の人でない人も来るという可能性もあるわけで、利府町のことをよく

知らない人も、それは土木の専門家かもしれないけれども利府のことはなかなかわからないと

いう方も参加されてくるかもわからないんで、仙台の場合だと全ての通学路をこのメンバーの

人たちが確認しながら実際点検をして回るということもするんですけれども、利府町の場合そ

れぞれ安全点検した資料を持ち寄ってこの会議を部屋の中で会議をするだけじゃなくて、実際

に現場を見てどれだけ危険なところなのかということの確認とかも必要かなというふうに思う

んですけれども、そういったこともされるというふうな考えは持っているのかどうか。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えします。 

  多分仙台土木事務所とか、あと塩釜警察署となると町内でなければなかなか現場とかちょっ

と認識が難しいかなというふうな御懸念ですが、はっきり言いますと土木事務所であれば管轄

しています県道について一応お願いするわけでございまして、あと、それに付随して町道もこ

ういうふうな形にしたらとアドバイスもいただきますし、あと、塩釜署については交通課とい

うことで管内を熟知している方でなっております。 

  それで、あくまでもその辺なかなか一堂に会してというのがちょっと難しい場合も想定され

ますので、一応今いろいろ課題的なところも出ておりますので、そこの対策をまずできる限り

進めたいというふうな形で今回は進めようと考えておりますので、御理解をお願いします。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） では、次の項目に移ります。次は歩車分離式信号機です。 

  では、歩車分離式信号機の設置の問題について伺います。 

  歩車分離式信号機については実は私は過去１回だけ取り上げたことがあるんです。平成15年

ということで今から13年前なんですけれども、だから、この議場に残っていらっしゃるのは副

町長と町長と、あと宮城代表監査委員と、あと議員の中では渡辺議員さんしかいないというこ

となんですけれども、そのときに歩車分離信号をぜひ設置したらどうかということを議会の場



平成２８年１２月定例会会議録（１２月７日水曜日分） 

 

78 

で言いました。 

  歩車分離式信号というのは平成14年から始まったんです。私が質問したのは15年なんですけ

れども、そのときの議事録をきのう読み返してみたんですけれども、今でも同じような質疑が

できるような議論を町長とやりとりしていたなというふうに議事録を読んだんですけれども、

あのときは町の答弁では歩車分離式信号というのは、あのときは13年前は宮城県で１カ所しか

なかったんです。仙台駅のアエル前しかないということで、１カ所しかないと。それからあと、

片道３レーンのところにしか設置をしないというお話だったんです。それからあと、県警とし

てもまるきりこの当時はやる気はなかったんです。だから今後設置する予定がないので要請し

ても無駄なんで利府町に設置は難しいという町長の答弁だったんですけれども、覚えていない

ですよね。議事録にはそうなっているんです。 

  でも、今はこの歩車分離式信号機については非常に国も県も積極的に取り組み始めておりま

す。担当課の課長さんも調べているというふうに思いますけれども、13年前は宮城県では１カ

所、全国でも100カ所しかなかったんです。それが今では全国で8,500交差点、それから宮城県

でも、これは平成25年、２年前ですけれども、76の交差点に歩車分離式信号が設置をされてお

ります。 

  県警のホームページを見ると県としてもやはり歩車分離式信号の交通事故に対する安全とい

う点で非常に効果があるということで、今後も進めていきたいという積極的な見解が載ってお

ります。 

  先ほど町長の答弁では有効とは考えているけれども、これを設置するかどうかというのは県

警の判断なので、その判断をしていただくようにこちらから要請をしていくというお話でした。

この答弁書の中には信号機の設置改良について継続して要望していくとありましたけれども、

この継続して要望する中に今まで歩車分離式信号機の設置を利府町にぜひしてほしいといった

要望もされてきたんですか。 

○議長（櫻井正人君） 生活安全課長。 

○生活安全課長（村田政文君） お答え申し上げます。 

  町内の設置要望の内容についてでございます。今現在、町におきましては信号機に関する要

望箇所におきまして14カ所ほど、新規、改良合わせて14カ所要望しております。その中で浜田

地区、国道45線と接続する浜田駅前赤沼線の部分につきましてはただいま議員さんから申し上

げられております信号機の設置要望として県警のほうへ提出している内容となっております。 
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  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 先ほど町長の答弁で歩車分離式信号って私は１カ所も利府町にはないと

いうふうに思っていたんだけれども、１カ所掖済会病院の前、その辺に１カ所設置されたとい

うお話だったんですけれども、この設置については町の要望が、あそこに設置してほしいとい

う要望が実ったといいますか、そういう形で設置が進んだんですか。 

○議長（櫻井正人君） 生活安全課長。 

○生活安全課長（村田政文君） お答え申し上げます。 

  今既に町内に設置してございます森郷新太子堂地区になるんでしょうか、そちらの利府街道

との分岐する交差点処理につきましては、町から要望したものではなく、過去において児童生

徒が交通事故に遭ったという経緯がありまして、その流れから県警なり関係機関でそういった

信号処理によって歩行者の安全確保ということで改造していったという流れの経過を伺ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 今、町から信号機の設置について14カ所進めていると。きのうも信号機

の設置についてのいろいろなやりとりがございました。やはり信号機の設置の場合は県全体で

数多くの要望が来ているので、優先順位からいうとなかなか厳しいというお話もありました。 

  それからあと、きのうのやりとりの中では信号機の設置に約1,000万かかるというお話が町

長から答弁ありましたけれども、歩車分離式信号機の場合はもう既に設置されているわけで、

新たな設置ではなくて、どういう仕組みで変えるのかわからないんだけれども、信号機の電球

のつけ方のプログラムを変えるだけでいいのかなというふうに思うんで、新設の費用というの

はかなり少なく済むのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺はどうなんです

か。やはり1,000万ぐらいかかるというふうに考えていいんですか。 

○議長（櫻井正人君） 生活安全課長。 

○生活安全課長（村田政文君） お答え申し上げます。 

  県警からの情報等によりますと、いろいろ信号機によっても古いものについて対応できる信

号機、または先ほど言いましたプログラム処理をしただけで足りる信号機というようなことで、

その場所場所によって改造費用の部分について差異があるようでございます。そういったこと
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で、ちょっと詳細の部分についてはわかりませんけれども、1,000万以上になるものなのか、

1,000万未満になるものかは、そういった情報はちょっと得ていないところです。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） わかりました。 

  それで、歩車分離式信号の設置が浜田地区の国道45線と町道との交差点に今申請していると

いうことなんですけれども、やはり一般の信号機と別にして、この歩車分離式信号というのは

やはり今が整備の要望をする上で非常にチャンスだなというふうに思うんです。先ほど言った

ように13年前には県内で１カ所だったのが今その80倍にふえていると。それは全国でも13年前

100カ所だったのが、これも80倍以上です。8,500カ所にふえていると。それからあと、警察庁

の調査では歩車分離式信号機を設置した交差点は交通事故が７割か激減するという調査結果も

出ております。 

  さらに、２市３町の中で、県のホームページではまだ11カ所だったんですけれども、先ほど

町長の答弁ではもう既に17カ所の歩車分離式信号機が整備されたと。だから、県内全体からす

ると２割ぐらいがこの２市３町の中で歩車分離式信号機が設置されているわけなんです。そう

いう点で、一般の信号機とは別枠でやはり歩車分離式信号機の整備の要望を強めるという取り

組みが必要だというふうに思います。 

  それから、町で必要なのが浜田のあの交差点だけじゃなくて、きのう安田議員のほうからも

交差点の改良の問題が出ましたけれども、私も13年前にあの青葉台の交差点に歩車分離式信号

をと。あそこは今青小の子供たち、青葉台の子供たちは通らないけれども、しら中に青山の子

供たちとか花園、皆の丘の子供たちも通るということで、非常に児童生徒の通るところの多い

交差点です。それからあと、二小の子供たちがよく通学路で使っている神谷沢の交差点とか、

それからあと、やはり利府小の子供たちかな、にしむら整形外科のあたりの交差点とか、やは

りこれも何か西部に偏ってしまいますけれども、西部地区でも何カ所か歩車分離式信号が必要

だなというところは私はちょっと保護者の人たちからも声を聞いているわけですけれども、こ

ういうところもあわせて強く一般の信号機よりちょっと強目に整備をするように要望するとい

うことについてやってほしいなと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 生活安全課長。 

○生活安全課長（村田政文君） お答え申し上げます。 
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  ただいまの歩車分離式信号機に伴いますメリット的な部分につきましては、歩行者の安全が

確保されるというような状況になっております。また、利府町内におきましては御存じのとお

り交通量が多いということで、もしその設置を交通量の多い箇所につけた場合、交通渋滞の発

生する懸念があるということで、そういった部分につきましては所轄の警察署のほうへいろい

ろ相談を申し上げながら、そういった部分につきましても継続して要望できるものについては

要望していきたいと考えているところです。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） では、次に移ります。熊本地震の問題です。 

  まず、１つ目の耐震化の取り組みであります。昭和56年以前の住宅の耐震を進めるというの

は、やはり今、最近も地震が大きいものがありましたし、今後も30年以内に、きのうのやりと

りの中でも利府長町活断層が直下型で来れば大きな被災状況になるということも言われていま

した。被害想定としては利府町では93の住宅が全倒壊するというふうに、町の利府町耐震改修

促進計画にしっかり載っているわけですけれども、ここで多分倒壊すると言われている多くが、

熊本を見てもわかるように昭和56年以前の住宅になる可能性が強いのかなというふうに思うん

です。そういった点で、やはり昭和56年以前の住宅の耐震化というものを急いで進めていかな

ければいけないというふうに思います。 

  ところが、この耐震化、耐震改修する前にまず耐震診断を受けるわけですけれども、決算議

会の中でもよくこれどのぐらい進んでいるのという質疑がありますけれども、この間ずっと年

に10件あるかないかですよね。だから、これを昭和56年以前の住宅というのはまだ町内では耐

震改修促進計画を見ると1,000戸近くあるわけです。 

  そうすると、先ほど水道管のあれじゃないけれども、年に10件ずつやっていったら耐震改修

が終わるまでに100年かかるわけですよね。だから、これもやはり特別な手だてをとらなければ

いけないというふうに思うんですけれども、答弁では周知を図るんだということで耐震診断、

耐震改修を進めていくということなんですけれども、恐らくこれだけでは進まないというふう

に思います。それはこの間、これが実施されてからもう10年以上たつわけです。平成16年ぐら

いからやっているわけですから。その間ずっと10件ぐらいずつしか診断が進んでいないわけで

すけれども、これを今後一気にやはり加速させるという必要があるんですけれども、周知を進

めるという以外に町としては何か考えているんでしょうか。 
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○議長（櫻井正人君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（櫻井昭彦君） それでは、７番 土村議員の再質問にお答えします。 

  まず、周知のほかにどういうふうな方法ということでございますが、町長答弁にもありまし

たように診断をして改修をしていない方が実際おられます。これまで平成15年からこの診断、

それから改修を補助制度として行ってきておりますが、これまで今現在ですけれども、126件の

診断をしております。そのうち改修したのが32件あります。そういった方の中に改修が必要で

あってもしていない方がおられます。そういった方に今回県と、宮城県も補助金を出していま

すので、宮城県と共同で今後の耐震化についてのアンケートなんかもしまして、耐震化を進め

るという内容でございます。 

  それから、耐震計画のお話ありました。確かに平成25年度の統計では耐震化を必要とする戸

数については約950戸、全体の戸建て木造住宅の11％というふうな形になっております。その後、

25年度以降、震災なんかもございまして被災者再建支援制度に基づきまして81戸の方が改修、

新規、建てかえをしております。それから、耐震診断に基づく先ほど言いました32件の改修の

中では３戸の方が改正前の住宅の改修を行っております。そういうことで、現在約869戸の改修

が必要な住宅があるのではないかというふうに推計しております。 

  そういったことで、先ほど町長答弁にもありましたように着実に耐震化は進んでいると思わ

れますので、今後とも法改正前の住宅につきまして広報等を通じて推進していきたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 確かに着実に、割と低いレベルで着実に進んでいるというふうには思い

ますけれども、私はやはり着実に高いレベルで耐震診断、耐震改修を進めなければいけないと

いうふうに思います。 

  ただ、これはもちろん住宅所有者が自覚をしなければいけないということなんですけれども、

やはり周知だけじゃなくて耐震診断が必要だという方々への自覚を強める、説得に近い周知が

必要かなというふうに思うんですけれども、つまり、熊本を見ても300戸の住宅が全壊になった

んだけれども、その中で７割が、質問通告にも書いてあったけれども、225世帯の住宅が倒壊し

た中で昭和56年以前に建てていた建物なんです。そういう点で、倒壊の危機というのは非常に

大きいんだということを今そこに住んでいる方々に強制的に知らせるという必要もあるんです
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けれども、耐震化をすることの周知については町の改修促進計画を見るとハザードマップとい

うんですか、揺れ方マップとか、あともう一つ、マップを見て、自分のところが非常に危機的

な地域に建っているのかどうかということも１つの判断基準にするということが周知の中とい

うか、耐震診断を受けていただくための動機づけにしたいということ、きのうも何かやりとり

あったような気がするんだけれども、実際それだけではなかなか難しいと思います。 

  そのマップというものもネットを見ればわかるんだけれども、非常に見づらいんです。相当

大きくすればわかるのかもしれないんだけれども、ネットでプリントしただけではどこがどこ

だか、自分の住まいがどこかもわからないような、色も４枚あるんですけれどもほとんど変わ

らないです。そういう意味で、マップで周知、あるいは自覚を促すというのはなかなか難しい

というふうに思うんですけれども、その辺についてはどうでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（櫻井昭彦君） お答えいたします。 

  ハザードマップにつきましてはちょっと表記の方法を検討したいというふうに考えておりま

す。 

  またあと、来年度になりますけれども、国のほうで補助制度の拡充を図ろうとしております。

ちょっと申し上げますと、現行制度では工事費の上限が90万円。これが354万円に引き上げられ

ます。ただ、補助率３分の１だったものが23％に引き下げられます。ただし、かさ上げが30万

円追加されます。これらの制度によりまして、県の助成、リフォーム分もあるんですけれども、

リフォームなしの場合45万円の助成だったものが112万2,000円に引き上げられます。リフォー

ムありの場合は55万円が122万2,000円に引き上げられます。こういった国のほうでも拡充、耐

震化の推進を図ろうとしていますので、それにのっとって町のほうでも耐震化を推進していき

たいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 耐震診断と耐震改修が進まない大きな理由というのは、本人の自覚もあ

るんだけれども、やはり経済的に非常に本人の負担が大きいというところで耐震改修が進まな

いというのは多分当局も認識しているのかなと思います。耐震診断については実際には14万か

15万かかるんだけれども、本人負担は8,000円ぐらいですよね。ところが、8,000円で耐震診断

してもらって改修費が必要だとなると、耐震改修の大体平均的な値段というのは150万前後と
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言われているわけですよね。それで、今町からの補助というのは45万しか補助されないという

ことで、実際には耐震改修しなくてはいけないと思いながら100万を用意しなくてはいけない

ということで、なかなか足を踏み出せないというのが多分大きな理由だと思うんです。 

  そういう点で、今回県の補助が大きく広がるということ、45万が122万になるということで倍

ぐらいになるということで、これはこれですごく評価をするというふうに思いますけれども、

一刻も早くやってほしいなというふうに思いますけれども、こういった補助がかなり工事費の

８割ぐらいこれで賄えるということになれば、そうすると来年度以降は耐震診断を受け、そし

て耐震改修を受けるという人もふえるというふうに町として見込んで、今年間10件そこそこで

しょう。これが大きくふえるというふうに想定していますか。考えているかどうか。 

○議長（櫻井正人君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（櫻井昭彦君） お答えいたします。 

  極力耐震化が進むように、耐震化を進めるようにＰＲのほうを進めていきたいというふうに

考えております。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 非常にいい制度なんでやはりＰＲというか、ただ、ＰＲってどうやるの

というといつもホームページで知らせますということですけれども、やはりこういう昭和56年

以前の住宅に住んでいるという人たちは余り若い人は、全くいないとは言わないけれども、結

構年配の方が多いと思うんで、ホームページで知らせるよと言ってもなかなか見切れないとい

うこともあるんで、もう本当にあと残り、残りまだ860件あるんだけれども、何かもう個別に訪

問するような意気込みで「こういう制度があるんで負担かからないよ」ということを積極的に、

ＰＲだけじゃなくて足を踏み出して知らしていくということが必要だと思うんですけれども、

そういう積極的な取り組みをすることについてはどうでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（櫻井昭彦君） お答えします。 

  戸別訪問とか、そういった積極的なＰＲということでございますが、これまでも広報、あと

ホームページ。広報につきましても年２回以上やっております。広報によりまして高齢者の方

も見れる機会があると思いますので、それらを継続して、制度が変わって助成額が拡充される

ということをＰＲしていきたいと考えております。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 
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○７番（土村秀俊君） 最後、１問。耐震化を進める上で昭和56年以前も大事なんですけれども、

質問通告にもたしか書きましたよね。昭和56年から平成11年までの建物というものも非常にや

はり通告でも言ったように３・11の地震を震度６を２回受けているということもあります。そ

れから、大体団地の方々の建物、我が家もそうだけれども、大体もうやはり二十五、六年たっ

ているんです。そういった家がたくさん団地の中に多いということで、非常にもう二十五、六

年たっているということですから、木造住宅の耐用年数も税法的には30年と言われていますけ

れども、耐用年数もかなり近づいてきているということで、老朽化も進んでいると言ってもい

いと思うんです。 

  そういった意味で、昭和56年以降あるいは平成11年、平成12年にまた新たに耐震基準が厳し

くなったんです。だから、かなり平成12年以降に建てた建物というのは強度が強いんですけれ

ども、その間の建物については耐震診断が必要だという場合もあるというふうに思うんですけ

れども、この点については答弁では今後国の動向を注視するということなんですけれども、町

としては何か考えるということはしないんですか。 

○議長（櫻井正人君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（櫻井昭彦君） お答えします。 

  議員おっしゃるとおり建築基準法の耐震基準が義務化されましたのは宮城県沖地震を契機と

しまして昭和56年の改正によって義務化が導入されました。でも、阪神・淡路大震災によりま

して平成12年に改正され、金具による強度化とか、そういうものも追加された経緯があります。 

  現時点で基準なんですけれども、宮城県においては震度６強から７まで耐えられるような基

準として設定されております。本町において東日本大震災で全壊の家屋は56棟ありましたけれ

ども、倒壊した家屋はございませんでした。これにつきましては、やはり建築基準法によりま

してこの基準が設けられたことによるものだと思います。そのおかげで家屋の中で亡くなった

方という方もおりませんでした。 

  そういうことから、法律に基づいてこれからも改正前の家屋の耐震診断、改修を促進すると

いう基本的な考えで、それ以降に建築された家屋についてはまた国の動向を見守っていきたい

と考えております。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 昭和56年から平成11年までの建物についてはもちろん県も国の補助も全

くないわけです。ただ、そのときの基準というのは震度６に何回も耐えられるという基準では
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ないんです。だから、震度６を２回経験して、今度熊本のように震度７を２回という場合はか

なり厳しい状況になるという可能性もあるわけです。それにあわせて老朽化も25年、30年たっ

ているということで、やはり不安に思っている住民というのはいるわけです。だから、そうい

うところに町として、耐震工事の補助をしろとまでは言わないけれども、せめて耐震診断の助

成、今やっているように本人が8,000円だけ。要するに14万円県と町で補助するんだけれども、

そこまでは言わないけれども、せめて半額なり３割ぐらいとかいったような、やはり耐震診断

の金額というのは結構高いんです。14万もかかるから。だから、そこら辺で診断をするのも勇

気が要るわけですけれども、助成があれば、補助があれば耐震診断もしてみようという方もふ

えると思うんですけれども、その辺について町長、どうでしょうか。新基準の人たちの不安に

対する補助というか、助成について少し検討するというような考えはないですか。町内全体の

３分の２がそういう家ですから。 

○議長（櫻井正人君） 町長。 

○町長（鈴木勝雄君） 土村議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  大体利府町の場合、宮城県沖地震初め東日本大震災、大変な経験をしているわけで、その中

でも倒壊はしないということは私はそれだけ耐久性があるのかなと。逆に言えば。熊本を見て

きて。そういった意味で、まず昭和56年以降についてどういう現状か、まだ私も把握しており

ませんから、この次来たら危ないのかということについてはまた担当と検討して、必要性があ

れば、それから、どのくらい皆さん方がそういった需要があるのか。土村議員だけだったのか

わかりませんが、そういうことも含めていろいろ検討して、多くの皆さんが必要と認めれば担

当のほうでも考えざるを得ないのかなと思っております。ただ、現時点ではとりあえず今まで

どおりやりたいということでございますから、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） わかりました。 

  では、あと（２）と（３）については答弁書で大体理解しましたし、教訓というより町長の

答弁では町のほうが地震の対策については熊本より進んでいるというふうにおっしゃっていま

すので、そこら辺を加味してこの答弁書でよしとします。 

  以上で終わります。 

○議長（櫻井正人君） 以上で、７番 土村秀俊君の一般質問を終わります。 

  お諮りします。 
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  あす12月８日は議事の都合により休会としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（櫻井正人君） 異議なしと認めます。したがって、12月８日は休会とすることに決定し

ました。 

  なお、再開は明後日の12月９日に定刻より会議を開きますので、御参集願います。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  どうも御苦労さまでした。 

     午後 ３時５４分  散 会 

                                            

  上記会議の経過は、事務局長鈴木則昭が記載したものであるが、その内容に相違がないこと
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